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  条   例   

条 例 第  ２  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を公布

する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 （熊本市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改

正） 

第１条 熊本市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭

和４１年条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

  第１条の２中「。以下「令」という。」を削る。 

  第５条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改め

る。 

 （熊本市交通事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 熊本市交通事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第５１号）の一部を

次のように改正する。 

  第５条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改め

る。 

 （熊本市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 熊本市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第５４号）の一部を

次のように改正する。 

  第６条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改め

る。 

 （熊本市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正） 

第４条 熊本市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和３年条例第３号）
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の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第２４３条の２第１項」を「第２４３条の２の７第１項」に、「第    

２４３条の２の２第３項」を「第２４３条の２の８第３項」に改める。 

 （昭和天皇の崩御に伴う熊本市職員の懲戒免除及び債務の免除に関する条例の廃 

止） 

第５条 昭和天皇の崩御に伴う熊本市職員の懲戒免除及び債務の免除に関する条例

（平成元年条例第２号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ３  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市職員の退職手当に関する条例（昭和３０年条例第１６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第５条の２第２項中「第７条第７項」を「同条第７項」に改める。 

 第１０条第３項ただし書中「第１項第２号」を「同号」に、「雇用保険法」を「同

法」に改め、同条第４項中「申込」を「申込み」に改め、同条第５項及び第７項中     

「、第２号」を「、同号」に改め、同条第１４項第１号中「第５６条の２第１項第１

号イ」を「第５６条の３第１項第１号イ」に改め、同項第２号中「第５６条の２第１

項第１号ロ」を「第５６条の３第１項第１号ロ」に改める。 

 附則第３項中「第３５条」を「第３５条の２」に改める。 

 附則第８項中「（昭和２６年条例第５号）」を削る。 

 附則中第１７項を第１９項とし、第１６項を第１８項とし、第１５項を第１７項と

する。 

 附則第１４項中「第５条の３の表第４条第１項及び第５条第１項の項」を「同条の

表第４条第１項及び第５条第１項の項」に改め、同項を附則第１６項とする。 

 附則第１３項中「の改定」の次に「（次項において「給料月額７割措置」という。）」

を加え、同項を附則第１４項とし、同項の次に次の１項を加える。 

１５ 当分の間、給料月額７割措置の適用を受けた者の給料月額が当該給料月額７割

措置によりその者の給料月額が減額された日（以下この項において「７割措置減額

日」という。）の前日までに第５条の２第１項の理由により減額されたことがある

場合であって、当該減額日の前日におけるその者の給料月額（減額日が２以上ある
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場合は、各給料月額のうち最も多いもの。以下この項において「特別特定減額前給

料月額」という。）が７割措置減額日の前日におけるその者の給料月額（以下この

項において「７割措置前給料月額」という。）よりも多いときは、その者に対する

退職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。 

 (1) その者が特別特定減額前給料月額に係る減額日（当該減額日が２以上ある場合

は、そのうち最も遅い日）の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職し

たものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特別特定減額前給料月額を

基礎として、第３条から第５条まで並びに附則第１０項から前項まで及び次項か

ら附則第１９項までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する

額 

 (2) ７割措置前給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を

乗じて得た額 

  ア その者が７割措置減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職

したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び７割措置前給料月額を

基礎として、第３条から第５条まで並びに附則第１０項から前項まで及び次項

から附則第１９項までの規定により計算した場合の退職手当の基本額の７割

措置前給料月額に対する割合 

  イ 前号に掲げる額の特別特定減額前給料月額に対する割合 

 (3) 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じ

て得た額 

  ア その者に対する退職手当の基本額が第３条から第５条まで並びに附則第１０

項から前項まで及び次項から附則第１９項までの規定により計算した額であ

るものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する

割合 

  イ 第１号に掲げる額の特別特定減額前給料月額に対する割合及び前号に掲げる

額の７割措置前給料月額に対する割合を合計した割合 

 附則中第１２項を第１３項とする。 

 附則第１１項中「附則第１１項」を「附則第１２項」に改め、同項を附則第１２項

とする。 

 附則第１０項の前の見出しを削り、同項中「附則第１０項」を「附則第１１項」に
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改め、同項を附則第１１項とし、附則第９項の次に次の見出し及び１項を加える。 

 （令和５年４月１日以後に退職する者に関する経過措置） 

１０ 当分の間、第３条第２項の規定は、１１年未満の期間勤続した者であって年齢

６０年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの（定年の定めのな

い職を退職した者を除く。）に対する退職手当の基本額については、適用しない。 

  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第３項の改正規定は、令和６年

４月１日から施行する。 
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条 例 第  ４  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第７条の３第１項中「及び次条」を「、次条、第１５条及び第１５条の３」に改め

る。 

 第９条第１項中「日（次項」を「日（同項」に改める。 

 第１０条中「介護時間」の次に「、子育て支援時間」を加える。 

 第１１条第１項第３号中「第３項の」を「同項の」に改める。 

 第１５条の２の次に次の１条を加える。 

（子育て支援時間） 

第１５条の３ 子育て支援時間は、職員（育児短時間勤務職員等を除く。）が次に掲

げる子の養育をするため、１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であ

ると認められる場合における休暇とする。 

 (1) 満６歳に達する日後の最初の４月１日から満１２歳に達する日以後の最初の

３月３１日までの間にある子 

 (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）第４条第１項に規定する障害者又は同条第２項に規定する障害児

である子で、満１２歳に達する日後の最初の４月１日から満１８歳に達する日以

後の最初の３月３１日までの間にあるもの 

２ 子育て支援時間の時間は、１日につき２時間を超えない範囲内で必要と認められ

る時間とする。 
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３ 第１５条第３項の規定は、子育て支援時間について準用する。 

 第１８条（見出しを含む。）中「介護時間」の次に「、子育て支援時間」を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ５  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表１の表中７３の項を削り、７４の項を７３の項とし、７５の項から９４の項ま

でを１項ずつ繰り上げ、同表に次のように加える。 

９４ 
熊本市公契約条例（仮

称）検討委員会 

熊本市公契約条例（仮称）を策定するため、必要

な事項を審議する。 

９５ 

熊本市困難女性支援基

本計画（仮称）策定委員

会 

熊本市困難女性支援基本計画（仮称）を策定する

ため、必要な事項を審議する。 

９６ 
熊本市環境影響評価技

術指針等検討委員会 

本市の環境影響評価に関する技術指針等につい

て、必要な事項を審議する。 

別表５の表中１２の項を削り、１３の項を１２の項とし、１４の項から１７の項ま

でを１項ずつ繰り上げる。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ６  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第１４条第１項中「３０８，６００円」を「３０９，２００円」に改める。 

 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の熊本市一般職の職員

の給与に関する条例（次項において「改正後の条例」という。）第１４条第１項の

規定は、令和５年４月１日（次項において「適用日」という。）から適用する。 

２ 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前

の熊本市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改

正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 
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条 例 第  ７  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市職員特殊勤務手当支給条例（昭和２８年条例第２２号）の一部を次のように

改正する。 

 

 別表第１の５の項第３号中「各区役所」を「農水局又は各区役所」に、「用水路」

を「用排水路」に改め、同表９の項第１号中「若しくは」を「又は」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ８  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市長等の給与に関する条例（昭和３１年条例第２６号）の一部を次のように改

正する。 

 

第２条中「１，１９０，０００円」を「１，１９３，０００円」に、          

「９４７，０００円」を「９４９，０００円」に、「６９０，０００円」を        

「６９２，０００円」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ９  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例 

 

 熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（昭和２５年告示

第３２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条中「８２０，０００円」を「８２２，０００円」に、「７４６，０００円」

を「７４８，０００円」に、「６７６，０００円」を「６７８，０００円」に改める。 

 第５条第２項中「引続き」を「引き続き」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  １０  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を 

   改正する条例 

 

 熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年

条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表国民健康栄養調査員の項中「９，２１０円」を「９，７３０円」に改め、同表

措置診察指定医の項中「１３，５９４円」を「１３，６３１円」に改め、同表精神科

病院実地指導審査医の項中「２４，２５１円」を「２４，３１９円」に改め、同表精

神医療審査会委員の項中「１０，５００円」を「１４，７００円」に改め、同表自立

支援医療費（精神通院）及び精神障害者保健福祉手帳判定会委員の項中      

「１２，５９４円」を「１２，６３１円」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  １１  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市企業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市企業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市企業管理者の給与に関する条例（昭和４１年条例第４８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第２条中「７０５，０００円」を「７０７，０００円」に、「６３５，０００円」

を「６３７，０００円」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  １２  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市教育長の給与等に関する条例（平成１０年条例第１７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

第２条中「７０５，０００円」を「７０７，０００円」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  １３  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例

を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する

条例 

  

 （熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第１条 熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第

１５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

  第７条第１項中「以下」の次に「この条において」を加え、同条第２項中「（任

命権者を同じくするものに限る。次項において同じ。）」を削り、同条の次に次の

１条を加える。 

（フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第７条の２ 任期の定めが６箇月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、６

月１日及び１２月１日（以下この条においてこれらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員に対し、当該フルタイム会計年

度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前６箇月

以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員

会規則で定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡

したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準

用する。 

３ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者又はその委任を受けた者が人事

委員会規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合に
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おいて、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉

手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に１００分

の１０２．５を乗じて得た額の総額を超えてはならない。 

４ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてフルタイム会計年

度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額とする。 

５ 一般職給与条例第３０条の２及び第３０条の３の規定は、第１項の規定による

フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。 

  第１７条の次に次の１条を加える。 

（パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第１７条の２ 任期の定めが６箇月以上かつ１週間当たりの勤務時間が１５時間 

３０分以上のパートタイム会計年度任用職員には、勤勉手当を支給する。 

２ 第７条の２の規定は、前項のパートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当

の支給について準用する。ただし、日額又は時間額により報酬を定めるパートタ

イム会計年度任用職員に係る勤勉手当基礎額の算定については、任命権者が人事

委員会規則で定める基準に従い決定する。 

（熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

の一部改正） 

第２条 熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例（令和５年条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「１００分の１３０」を「１００分の１２２．５」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の

日から施行する。 

 （熊本市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

２ 熊本市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第７条第２項中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第

１項の会計年度任用職員を除く。）」を削る。 
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  第８条中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を加える。 

  第２２条の２の表中 

 「 

第２９条第２

項 

再任用職員 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員 

                                     」 

を 

 「 

第２９条第２

項 

第４条、第９条 第９条 

定年前再任用

短時間勤務職

員 

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員 

                                     」 

 に改める。 

 （熊本市業務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

３ 熊本市業務職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成１９年条例第１１号）

の一部を次のように改正する。 

第２条の２第２項中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加え、同条第３項中「及

び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 
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条 例 第  １４  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例 

 

熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第 

５８号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条に次の２号を加える。 

(6) 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人番号利用事務

をいう。 

(7) 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利用特定個人情報をいう。 

 第３条第１項第３号中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用

事務」に改め、同条第２項中「当該機関」を「自ら」に改め、同条第３項中「法別表

第２の第２欄に掲げる事務」を「第１項第３号に規定する事務」に、「同表の第４欄

に掲げる特定個人情報」を「、利用特定個人情報」に改め、同項ただし書中「特定個

人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同条中第４項を削り、同条第５項中「前３

項」を「前２項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第６項中「から第４項まで」

を「及び第３項」に改め、同項を同条第５項とする。 

 

附 則 

この条例は、公布の日又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日のい

ずれか遅い日から施行する。 
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条 例 第  １５  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市消防事務に関する手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市消防事務に関する手数料条例の一部を改正する条例 

 

熊本市消防事務に関する手数料条例（平成１２年条例第３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 別表第１の２の項中「１，１８０，０００円」を「１，４５０，０００円」に、    

「１，４１０，０００円」を「１，７２０，０００円」に、「１，５９０，０００円」

を「１，９２０，０００円」に、「１，９５０，０００円」を「２，３６０，０００

円」に、「２，２７０，０００ 円」を「２，７４０，０００ 円」に、           

「４，５５０，０００円」を「５，６４０，０００円」に、「５，８２０，０００円」

を「７，２４０，０００円」に、「７，０７０，０００円」を「８，７９０，０００

円」に改める。 

別表第４の１の項中「処理容積が１，０００万立方メートル以上の設備」の次に 

「（サに該当するものを除く。イからコまでにおいて同じ。）」を加え、同項中 

「 

コ 処理容積が１００立方メートル以上２００立方

メートル未満の設備 

７，４００円 

 

                                     」 

を 
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「 

コ 処理容積が１００立方メートル以上２００立方

メートル未満の設備 

７，４００円 

 

サ アからコまでに掲げる設備であって、液化石油ガ

スの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 

３７条の４第１項の許可を受けたもの 

６，０００円 

                                     」 

に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  １６  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法 

   律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 （熊本市営住宅条例の一部改正） 

第１条 熊本市営住宅条例（平成９年条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項第８号イ中「第１０条第１項（」を「第１０条第１項又は第１０条

の２（これらの規定を」に改める。 

  第９条第２項中「割当」を「割当て」に改める。 

  第３８条第３項中「、第３４条第２項」を「、同条第２項」に改める。 

  第５７条第３項中「昭和３６年条例第１７号。」を削る。 

  第６０条中「（昭和２２年法律第６７号）」を削る。 

 （熊本市住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

第２条 熊本市住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例（平成１６年条例第

４３号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項第３号中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」

を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に、「第１０条」

を「第１３条」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  １７  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する

省令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する省令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 （熊本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部改正） 

第１条 熊本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成２４年条例第８５号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「指定短期入所生活介護事業者（ユニット型指定短期入所生活介

護事業者を含む。以下同じ。）」を「指定訪問介護事業者」に、「第１２８条第５

項（ユニット型指定短期入所生活介護事業者にあっては、省令第１４０条の７第７

項）」を「第２３条第４号」に改め、同条第２項中「指定短期入所生活介護事業者」

を「指定訪問介護事業者」に改め、同条第３項中「第１３号から第１７号までに限

る」を「第５号から第７号まで及び第１１号を除く」に改める。 

第２条 熊本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を次のように改正する。 

  第７条第３項中「（第５号から第７号まで及び第１１号を除く。）」を削る。 

 （熊本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例の一部改正） 

第３条 熊本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例（平成２４年条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」を「指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業者」に、「第７３条第６号」を「第３条の２２第９号」に
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改め、同条第２項中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」を「指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者」に改め、同条第３項中「（第７号から第１０号まで

に限る。）」を削る。 

 （熊本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例の一部改正） 

第４条 熊本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例（平成２４年条例第９０号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「指定介護予防短期入所生活介護事業者（ユニット型指定介護予

防短期入所生活介護事業者を含む。以下同じ。）」を「指定介護予防訪問入浴介護

事業者」に、「第１３６条第２項（省令第１５９条において準用する場合を含む。）」

を「第５７条第４号」に改め、同条第２項中「指定介護予防短期入所生活介護事業

者」を「指定介護予防訪問入浴介護事業者」に改め、同条第３項中「第７号から第

１１号までに限る」を「第２号から第５号までを除く」に改める。 

第５条 熊本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例の一部を次のように改正する。 

  第７条第３項中「（第２号から第５号までを除く。）」を削る。 

 （熊本市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例の一部改正） 

第６条 熊本市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例（平成２４年条例第９１号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」を「指定介護予

防認知症対応型通所介護事業者」に、「第５３条第２項」を「第４２条第１１号」

に改め、同条第２項中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」を「指定介

護予防認知症対応型通所介護事業者」に改める。 

  第８条中「及び第５条」を「、第５条及び前条」に改める。 
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 （熊本市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の

一部改正） 

第７条 熊本市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例（平成２６年条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第７条」を「第８条」に改める。 

  第８条を第９条とし、第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加える。 

  （身体的拘束等の実施に係る報告義務等） 

 第７条 指定居宅介護支援事業者は、市長の求めに応じ、省令第１３条第２号の３

に規定する身体的拘束等に係る記録を報告しなければならない。 

 ２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の身体的拘束等を行った場合は、当該利用者

の家族等への連絡をしなければならない。ただし、当該利用者に係る特定の事象

の発生に際して身体的拘束等を行う緊急の必要が生じる蓋然性が高い場合であ

って、あらかじめ当該利用者の家族等に対してその旨及びその際に行う身体的拘

束等の内容を説明し、承諾を得ていたときは、この限りでない。 

（熊本市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第８条 熊本市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成 

２６年条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第７条」を「第８条」に改める。 

  第８条を第９条とし、第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加える。 

  （身体的拘束等の実施に係る報告義務等） 

 第７条 指定介護予防支援事業者は、市長の求めに応じ、省令第３０条第２号の３

に規定する身体的拘束等に係る記録を報告しなければならない。 

 ２ 指定介護予防支援事業者は、前項の身体的拘束等を行った場合は、当該利用者

の家族等への連絡をしなければならない。ただし、当該利用者に係る特定の事象

の発生に際して身体的拘束等を行う緊急の必要が生じる蓋然性が高い場合であ

って、あらかじめ当該利用者の家族等に対してその旨及びその際に行う身体的拘

束等の内容を説明し、承諾を得ていたときは、この限りでない。 
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   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条及び第５条の規定は、

同年６月１日から施行する。 
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条 例 第  １８  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を

廃止する等の条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

    

熊本市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例を廃止する等の条例 

 

 （熊本市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

の廃止） 

第１条 熊本市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２４年条例第８９号）は、廃止する。 

 （熊本市手数料条例の一部改正） 

第２条 熊本市手数料条例（昭和２５年告示第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中第４７号を削り、第４８号を第４７号とし、第４９号から第５４

号までを１号ずつ繰り上げる。 

 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による廃止前の熊本市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例（以下「旧条例」という。）第３条の規定により健康

保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関

する省令（平成２４年厚生労働省令第１０号）の施行による廃止前の指定介護療養

型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４１号）第

３６条第２項（同令第５０条において準用する場合を含む。）の規定により整備し

た記録の保存期間については、旧条例第６条の規定は、なおその効力を有する。 
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条 例 第  １９  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市障害者福祉センター希望荘条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市障害者福祉センター希望荘条例の一部を改正する条例 

 

熊本市障害者福祉センター希望荘条例（平成４年条例第５８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 題名を次のように改める。 

   熊本市障がい者福祉センター希望荘条例 

 第１条中「熊本市障害者福祉センター希望荘」を「熊本市障がい者福祉センター希

望荘」に改める。 

 第９条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２０  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を公

布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 （熊本市児童福祉法施行条例の一部改正） 

第１条 熊本市児童福祉法施行条例（平成２４年条例第３２号）の一部を次のように

改正する。 

  第２条ただし書中「第６条の２の２第３項に規定する医療型児童発達支援」を「第

６条の２の２第２項に規定する児童発達支援」に改める。 

 （熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第２条 熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２４年条例第９３号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第８号までを１号ずつ

繰り上げる。 

 （熊本市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第３条 熊本市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年

条例第１０５号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「、福祉型児童発達支援センター及び医療型児童発達支援センター」を

「及び児童発達支援センター」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２１  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報

告に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等

の報告に関する条例の一部を改正する条例 

 

熊本市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報

告に関する条例（平成２３年条例第７４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条から第３条までの規定中「第３８条の２第３項」を「第３８条の２第２項」

に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２２  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市病院事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例

を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市病院事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 

 熊本市病院事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成２０年条例第 

１１６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項第２号中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加え、同項第３号中「及

び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

 第１９条中「勤務時間及び勤務成績」を「人事評価の結果及び勤務の状況」に改め

る。 

 第２９条第１項中「、第１９条」を削る。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２３  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市水道条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市水道条例の一部を改正する条例 

 

熊本市水道条例（昭和３３年条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１０条第１項及び第３６条の２第２項ただし書中「第１６条の２第３項の厚生労

働省令」を「第１６条の２第３項ただし書の国土交通省令」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２４  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する

条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正

する条例 

 

 熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４１年条例

第５０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項第２号中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加え、同項第３号中「及

び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

 第１３条中「勤務時間及び勤務成績」を「人事評価の結果及び勤務の状況」に改め

る。 

 第１７条の３第１項中「、第１３条」を削る。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２５  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関す

る条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に 

   関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関す

る条例（平成２９年条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条各号列記以外の部分中「第９号」を「第１０号」に改め、「第２号」の次に

「又は第９号」を加え、同条第９号中「前各号」を「第１号から第８号まで」に改め、

同号を同条第１０号とし、同条第８号の次に次の１号を加える。 

 (9) 私的整理に関する指針として市長が認めるものに基づき策定された、事業の再

生に関する計画又は新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業

活動の実施に関する計画 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ２６  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市新型コロナウイルス感染症農漁業者金融対策基金条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市新型コロナウイルス感染症農漁業者金融対策基金条例 

 

 （設置） 

第１条 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農業者及び漁業者の資金繰りの円

滑化を図るために実施する利子補給事業及び保証料助成事業に要する経費の財源に

充てるため、熊本市新型コロナウイルス感染症農漁業者金融対策基金（以下「基金」

という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

 （繰替運用） 

第４条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができ 

る。 

 （運用益金の処理） 

第５条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、これを基金

に編入するものとする。 

 （処分） 

第６条 基金は、第１条の利子補給事業及び保証料助成事業の実施に必要な財源に充

てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。 

 （委任） 
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第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。 
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条 例 第  ２７  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例 

 

 （熊本市漁港管理条例の一部改正） 

第１条 熊本市漁港管理条例（平成２年条例第９０号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改める。 

  第１５条及び第１７条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 （熊本市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部改正） 

第２条 熊本市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成２３年条例第 

８６号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２２号中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」

に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２８  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部を改正する条例 

 

熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例（平成１２年条例第２４号）の一部

を次のように改正する。 

 

第２条第１０号、別表第１の６の項及び別表第８備考第３項中「建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律」に改める。 

別表第１０の１の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同表３の項中「建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律施行規則」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２９  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例

を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 

 熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２８年条例第 

１９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第２号中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加え、同条第３号中「及び期

末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

 第１２条中「勤務期間及び勤務成績」を「人事評価の結果及び勤務の状況」に改め

る。 

 第１６条の２第１項中「、第１０条の２及び第１２条」を「及び第１０条の２」に

改め、同条第２項中「第１２条」を「第１０条の２」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ３０  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市軌道条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市軌道条例の一部を改正する条例 

 

熊本市軌道条例（平成１３年条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 

第５条第１項第６号ウを削り、同号エ中「他社自動車等」を「他の事業者の電車及

び自動車」に改め、「１日旅客運賃」の次に「及び２４時間旅客運賃」を加え、     

「２，０００円」を「２，２００円」に改め、同号エを同号ウとする。 

 第８条第１項第２号中「若しくは」を「又は」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ３１  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市介護保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

熊本市介護保険条例（平成１２年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第１号中「３８，４００円」を「３４，９４４円」に改め、同条第２号中    

「４８，０００円」を「４３，７７６円」に改め、同条第３号中「５７，６００円」

を「４９，９２０円」に改め、同条第６号中「９２，１６０円」を「８４，４８０円」

に改め、同号イ並びに同条第７号イ及び第８号イ中「若しくは第１２号イ」を「、第

１２号イ、第１３号イ若しくは第１４号イ」に改め、同条第９号ア中「４００万円」

を「４２０万円」に改め、同号イ中「若しくは第１２号イ」を「、第１２号イ、第     

１３号イ若しくは第１４号イ」に改め、同条第１０号中「１３８，２４０円」を    

「１４５，９２０円」に改め、同号ア中「５００万円」を「５２０万円」に改め、同

号イ中「若しくは第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ若しくは第１４号イ」

に改め、同条第１１号中「１４５，９２０円」を「１６１，２８０円」に改め、同号

ア中「６００万円」を「６２０万円」に改め、同号イ中「次号イ」の次に「、第１３

号イ若しくは第１４号イ」を加え、同条第１２号中「１５３，６００円」を      

「１７６，６４０円」に改め、同号ア中「７００万円」を「７２０万円」に改め、同

号イ中「部分を除く。）」の次に「又は次号イ若しくは第１４号イ」を加え、同条第   

１３号中「１６１，２８０円」を「２２２，７２０円」に改め、同号を同条第１５号

とし、同条第１２号の次に次の２号を加える。 

 (13) 次のいずれかに該当する者 １９２，０００円 

ア 合計所得金額が８２０万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 
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イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

 (14) 次のいずれかに該当する者 ２０７，３６０円 

ア 合計所得金額が９２０万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

 第５条第３項中「若しくは第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ若しくは第

１４号イ」に、「から第１２号」を「から第１４号」に改める。 

 附則第１０条の６の次に次の１条を加える。 

 （令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率の特例） 

第１０条の７ 第３条第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にか

かわらず、２１，８８８円とする。 

２ 第３条第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和６

年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、

２８，４１６円とする。 

３ 第３条第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和６

年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、

４９，５３６円とする。 

 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の熊本市介護保険条例の規定は、令和６年度以後の年度分

の保険料について適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例に

よる。 
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条 例 第  ３２  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市国民健康保険条例（昭和５０年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１２条の３の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者（法

附則第７条第１項に規定する退職被保険者等（以下「退職被保険者等」という。）以

外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る」を削り、同条第１号ア中「（一般被保険

者に係るものに限る。）」を削り、同号イ中「附則第２２条」を「附則第７条」に改

め、「熊本県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、」を削り、同号

カ中「退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負

担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外

併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介

護合算療養費の支給に要する費用の額並びに熊本県が行う国民健康保険の一般被保険

者に係る」及び「及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用の額」を削り、同条第２号イ中「附則第２２条」を「附則第７条」に改め、同

号ウ中「（エにおいて「国民健康保険保険給付費等交付金」という。）（退職被保険

者等の療養の給付等に要する費用（法附則第２２条の規定により読み替えられた法第

７０条第１項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。）に係るもの

を除く。）」を削り、同号エ中「法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」

及び「並びに国民健康保険保険給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に要

する費用に係るものに限る。）」を削る。 

 第１３条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者に係る」

を削り、「属する一般被保険者」を「属する被保険者」に改め、「（一般被保険者と
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退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する

世帯とみなして算定した世帯別平等割額）」を削る。 

 第１４条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者」を「被

保険者」に改める。 

 第１５条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１項第１号中「１００

分の４３．６４」を「１００分の４４．５４」に改め、同項第２号中「１００分の    

３９．４５」を「１００分の３７．６４」に、「一般被保険者」を「被保険者」に改

め、同項第３号ア中「１００分の１６．９１」を「１００分の１７．８２」に、「一

般被保険者」を「被保険者」に改める。 

 第１５条の２から第１５条の４の２までを次のように改める。 

第１５条の２から第１５条の４の２まで 削除 

 第１５条の５中「又は第１５条の２」及び「（一般被保険者と退職被保険者等が同

一の世帯に属する場合には、第１３条の基礎賦課額と第１５条の２の基礎賦課額との

合算額をいう。第１８条及び第２０条第１項において同じ。）」を削る。 

 第１５条の５の２（見出しを含む。）中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１

号中「であって、熊本県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの」を削り、同

条第２号ア中「附則第２２条」を「附則第７条」に改め、同号イ中「法附則第９条第

１項の規定により読み替えられた」を削る。 

 第１５条の５の３の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「属する一般

被保険者」を「属する被保険者」に改め、「（一般被保険者と退職被保険者等とが同

一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定し

た世帯別平等割額）」を削る。 

 第１５条の５の４の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険

者」を「被保険者」に改める。 

 第１５条の５の５の見出し及び同条第１項各号列記以外の部分中「一般被保険者に

係る」を削り、同項第１号中「１００分の４４．６５」を「１００分の４４．０７」

に、「一般被保険者」を「被保険者」に改め、同項第２号中「１００分の３８．７４」

を「１００分の３８．６２」に、「一般被保険者」を「被保険者」に改め、同項第３

号ア中「１００分の１６．６１」を「１００分の１７．３１」に、「一般被保険者」

を「被保険者」に改める。 
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 第１５条の５の６から第１５条の５の９までを次のように改める。 

第１５条の５の６から第１５条の５の９まで 削除 

 第１５条の５の１０中「又は第１５条の５の６」及び「（一般被保険者と退職被保

険者等が同一の世帯に属する場合には、第１５条の５の３の後期高齢者支援金等賦課

額と第１５条の５の６の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第１８条及び

第２０条第１項において同じ。）」を削り、「２２万円」を「２４万円」に改める。 

 第１５条の６第２号ア中「附則第２２条」を「附則第７条」に改め、同号イ中「法

附則第９条第１項の規定により読み替えられた」を削る。 

 第１５条の９第１項第１号中「１００分の４６．４４」を「１００分の４５．５８」

に改め、同項第２号中「１００分の５３．５６」を「１００分の５４．４２」に改め

る。 

 第１８条第１項中「、第１５条の２、第１５条の５の３若しくは第１５条の５の６」

を「若しくは第１５条の５の３」に、「に定める額若しくは同条第３項若しくは第４

項の規定により読み替えて準用する同条第１項各号」を「（同条第３項又は第４項の

規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額、第２

０条の３第１項（同条第３項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項にお

いて同じ。）に定める第１５条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ

１０分の５を乗じて得た額、第２０条の３第４項第１号（同条第６項の規定により読

み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額、第２０条の４第１

項各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）に定める額若しくは同条第５項各号（同条第７項又は第８項の規定に

より読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）」に改め、同条第２項中

「、第１５条の２、」を「若しくは」に、「若しくは第１５条の５の６の額、」を「の

額若しくは」に、「若しくは同条第３項若しくは第４項の規定により読み替えて準用

する同条第１項各号」を「に定める額、第２０条の３第１項に定める第１５条の基礎

賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第２０条

の３第４項第１号に定める額、第２０条の４第１項各号に定める額若しくは同条第５

項各号」に改める。 

 第２０条第１項中「又は第１５条の２」を削り、同項第２号中「２９万円」を    

「２９万５千円」に改め、同項第３号中「５３万５千円」を「５４万５千円」に改め、
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同条第３項中「又は第１５条の２」及び「又は第１５条の５の６」を削り、「２２万

円」を「２４万円」に改め、同条第４項中「又は第１５条の２」を削る。 

 第２０条の３第１項中「又は第１５条の４」を削り、同条第３項中「又は第１５条

の４」、「又は第１５条の５の８」及び「、「第１５条第２項」とあるのは「第１５

条の５の５第２項」と」を削り、同条第４項第１号中「又は第１５条の４」を削り、

同条第６項中「又は第１５条の４」、「又は第１５条の５の８」及び「、「第１５条

第２項」とあるのは「第１５条の５の５第２項」と」を削る。 

 第２０条の４第１項中「又は第１５条の２」を削り、同条第３項中「又は第１５条

の２」及び「又は第１５条の５の６」を削り、「２２万円」を「２４万円」に改め、

同条第４項及び第５項中「又は第１５条の２」を削り、同条第６項中「前項に規定す

る額」を「前項各号に定めるところにより算定した額」に改め、同条第７項中「又は

第１５条の２」及び「又は第１５条の５の６」を削り、「２２万円」を「２４万円」

に改め、同条第８項中「又は第１５条の２」を削る。 

 

附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の熊本市国民健康保険条例の規定は、令和６年度以後の年

度分の保険料について適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお

従前の例による。 
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条 例 第  ３３  号   

令和 ６ 年 ３ 月３１日   

 

 熊本市税条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市税条例の一部を改正する条例 

 

熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）の一部を次のように改正する。 

 

 附則第５条の次に次の１条を加える。 

（令和６年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例） 

第５条の２ 所得割の納税義務者の選択により、法附則第４条の４第４項に規定する

特例損失金額（以下この項において「特例損失金額」という。）がある場合には、

特例損失金額（同条第４項に規定する災害関連支出がある場合には、第３項に規定

する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項にお

いて「損失対象金額」という。）について、令和５年において生じた法第３１４条

の２第１項第１号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することが

できる。この場合において、第２７条の規定により控除された金額に係る当該損失

対象金額は、その者の令和７年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末

日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該

損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。 

２ 前項前段の場合において、第２７条の規定により控除された金額に係る損失対象

金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第４８条の６第１項

に規定する親族の有する法附則第４条の４第４項に規定する資産について受けた損

失の金額（以下この項において「親族資産損失額」という。）があるときは、当該

親族資産損失額は、当該親族の令和７年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生

じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用につい

ては、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。 
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３ 第１項の規定は、令和６年度分の第２８条の２第１項又は第４項の規定による申

告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出され

たもの及びその時までに提出された第２８条の３第１項の確定申告書を含む。）に

第１項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合（これらの申告書にその

記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。）に

限り、適用する。 

 附則第６条中「附則第４条の４第３項」を「附則第４条の５第３項」に改める。 

 附則第７条の４の次に次の４条を加える。 

（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４項及び第５

項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和６年度分特別税額控除額を、

前年の合計所得金額が１，８０５万円以下である所得割の納税義務者（次条及び附

則第７条の７において「特別税額控除対象納税義務者」という。）の第２７条の２、

第２７条の５から第２７条の６の２まで、附則第５条第２項、附則第７条第１項、

附則第７条の３の２第１項、前条及び附則第９条の２の規定を適用した場合の所得

割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第２７条の５の２第２項、第３２条の６の

５第１項及び前条の規定の適用については、第２７条の５の２第２項及び前条中「附

則第５条の６第２項」とあるのは「附則第５条の６第２項及び第５条の８第６項」

と、第３２条の６の５第１項中「課した」とあるのは「附則第７条の５第１項の規

定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同

項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあ

るのは「、附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における前々

年中」とする。 

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例） 

第７条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載

すべき各納期の納付額については、第３１条の規定にかかわらず、次に定めるとこ

ろによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民

税の額（前条第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に
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係る個人の市民税の額をいう。）、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民

税の額（法附則第５条の８第１項及び第２項の規定の適用がないものとした場合

に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。）及び普通徴収に係る森

林環境税の額の合算額（以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る

個人の住民税の額」という。）からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、

普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額

を控除した額（以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控

除額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額

を４で除して得た金額（当該金額に１，０００円未満の端数があるとき、又は当

該金額の全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に３を乗じて得た金

額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した

残額に相当する金額（以下この項において「第１期分金額」という。）に満たな

い場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第３０条第１項に

規定する第１期の納期（以下この項、次項及び次条第１項において「第１期納期」

という。）においてはその者の第１期分金額からその者の普通徴収の個人の住民

税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においては

その者の分割金額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の

分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の

納付額は、第１期納期においてはないものとし、第３０条第１項に規定する第２

期の納期（以下この項及び次条第１項において「第２期納期」という。）におい

てはその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴

収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第３０条第１項に規

定する第３期の納期（以下この項において「第３期納期」という。）及び同条第

１項に規定する第４期の納期（以下この項において「第４期納期」という。）に

おいてはその者の分割金額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、そ
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の者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額に満

たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期及

び第２期納期においてはないものとし、第３期納期においてはその者の第１期分

金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴

収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第４期納期において

はその者の分割金額とする。 

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計

額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期

納期、第２期納期及び第３期納期においてはないものとし、第４期納期において

はその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額

及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。 

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第３２条の６第１項の規定により

普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。）を同項の規定によ

り普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。 

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例） 

第７条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第３２条の６の２第１項の規定に

より特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税

（第３項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。）の額及び

同条第２項の規定により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得

に係る個人の市民税の額については、次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民

税の額（附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される

第３２条の６の２第１項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得

割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この

号及び第５号において同じ。）の合算額（以下この号及び第５号において「年金

所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。）をいう。以下この号及び

第３項第１号において同じ。）からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割

額の合算額を控除した額（以下この項及び第３項において「年金所得に係る個人

の市民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴
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収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額

から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金

所得に係る個人の市民税の額の２分の１に相当する額をいう。以下この号におい

て同じ。）を控除した額をいう。以下この号において同じ。）を２で除して得た

金額（当該金額に１，０００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が  

１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。

以下この項において「第２期分金額」という。）をその者の特別税額控除前の普

通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項に

おいて「第１期分金額」という。）に満たない場合には、第１期納期及び第２期

納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の

市民税の額（以下この項において「普通徴収対象税額」という。）並びに第３２

条の６の３に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際に特別徴収の方法

によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項

及び第３項において「特別徴収対象税額」という。）は、第１期納期においては

その者の第１期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税

額控除額を控除した残額に相当する税額、第２期納期においてはその者の第２期

分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０

日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税

の額を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又は当

該金額の全額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨

てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に２を乗じて得た金額を

その者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額

に相当する金額（以下この項において「１０月分金額」という。）に相当する税

額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額

に相当する税額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその

者の第２期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴

収対象税額は、第１期納期における税額はないものとし、第２期納期においては

その者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額からその者の年金所
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得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当

該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはそ

の者の１０月分金額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日まで

の間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額以上であり、

かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月分金額

の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１

期納期及び第２期納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年

の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の第１期分金額、その

者の第２期分金額及びその者の１０月分金額の合計額からその者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年 

１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当

する税額とする。 

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月分金

額の合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、

その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通

徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年

度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間における税額はな

いものとし、同年１２月１日から翌年の１月３１日までの間においてはその者の

第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金額及びその者の分割

金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

を控除した残額に相当する税額、同年２月１日から３月３１日までの間において

はその者の分割金額に相当する税額とする。 

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金額

及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別

徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属する年の

１０月１日から翌年の１月３１日までの間における税額はないものとし、同年２
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月１日から３月３１日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及

び均等割額の合算額に相当する税額とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第３２条の６の４の規定の適用については、

同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の１０月

１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特

別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第７条の７

第１項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の

額（第１項の規定の適用があるものを除く。）については、次に定めるところによ

る。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額

控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第３２条の６の５第１項に規定

する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同

じ。）を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又は

当該金額の全額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り

捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に２を乗じて得た金額

をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残

額に相当する金額（以下この項において「１０月分金額」という。）に満たない

場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から  

１１月３０日までの間においてはその者の１０月分金額からその者の年金所得

に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年

１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当

する税額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の１０月分金額以上であり、かつ、その者の１０月分金額とその

者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の

初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間における税額はないも

のとし、同年１２月１日から翌年の１月３１日までの間においてはその者の１０

月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市
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民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月１日から３

月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額がその者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合

には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の

１月３１日までの間における税額はないものとし、同年２月１日から３月３１日

までの間においてはその者の第３２条の６の５第２項の規定により読み替えら

れた第３２条の６の２第１項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当す

る税額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第３２条の６の４の規定の適用については、

同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の１０月

１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特

別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第７条の７

第３項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第３２条の６の６第１項の規定の適用がある

場合については、前各項の規定は、適用しない。 

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の１２第３項及び第

４項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和７年度分特別税額控除額

を、同条第３項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第２７条の２、第２７条

の５から第２７条の６の２まで、附則第５条第２項、附則第７条第１項、附則第７

条の３の２第１項、附則第７条の４及び附則第９条の２の規定を適用した場合の所

得割の額から控除する。 

附則第８条第２項中「前条」を「附則第７条の４」に改め、同条第３項中「第２７

条の６の２第１項」の次に「、附則第７条の５第１項及び前条」を加え、「同項中」

を「第２７条の６の２第１項中」に、「、「前３条」を「「前３条」に、「とする」

を「と、附則第７条の５第１項中「及び附則第９条の２」とあるのは「、附則第８条

第２項及び附則第９条の２」と、前条中「及び附則第９条の２」とあるのは「、次条

第２項及び附則第９条の２」とする」に改める。 

 附則第１１条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令
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和８年度まで」に改める。 

 附則第１１条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和７年度又は令

和８年度」に改め、同条第１項中「令和４年度分又は令和５年度分」を「令和７年度

分又は令和８年度分」に改め、同条第２項中「令和４年度適用土地又は令和４年度類

似適用土地」を「令和７年度適用土地又は令和７年度類似適用土地」に、「令和５年

度分」を「令和８年度分」に改める。 

 附則第１２条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令

和８年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６

年度から令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の固定資産税に

あっては、１００分の２．５）」及び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前

年度分の固定資産税の課税標準額）」を削り、同条第２項及び第３項中「令和４年度

分及び令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改め、同条

第４項及び第５項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年

度まで」に改める。 

附則第１２条の３中「令和３年法律第７号」を「令和６年法律第 号」に、「附則

第１４条第１項」を「附則第２１条第１項」に、「令和３年度から令和５年度まで」

を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。 

 附則第１３条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令

和８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度か

ら令和８年度まで」に改め、「。以下この項において同じ。」及び「（令和３年度分

の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削る。 

 附則第１５条の２第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から

令和８年度まで」に改め、同条第２項中「令和６年３月３１日」を「令和９年３月   

３１日」に改める。 

 附則第１６条の３第３項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附

則第１６条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１６条の４第３項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５
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第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附

則第１６条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１７条第３項第１号中「「総所得金額、」を「、「総所得金額、」に改め、

同項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附

則第１７条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１８条第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附

則第１８条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１８条の２第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附

則第１８条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１８条の４第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附

則第１８条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１８条の４の２第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附

則第１８条の４の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１８条の４の２第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附

則第１８条の４の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１８条の４の３第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附
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則第１８条の４の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１８条の４の３第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５

第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附

則第１８条の４の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 附則第１９条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令

和８年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６

年度から令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の都市計画税に

あっては、１００分の２．５）」及び「（令和３年度分の都市計画税にあっては、前

年度分の都市計画税の課税標準額）」を削り、同条第２項及び第３項中「令和４年度

分及び令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改め、同条

第４項及び第５項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年

度まで」に改める。 

 附則第１９条の２中「附則第１４条第１項」を「附則第２１条第１項」に、「令和

３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。 

 附則第２０条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令

和８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度か

ら令和８年度まで」に改め、「。以下この項において同じ。」及び「（令和３年度分

の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を削る。 

 附則第２０条の４の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度か

ら令和８年度まで」に改め、同条中「附則第１９条第１項、第２項」を「附則第１９

条第２項」に改める。 

 附則第２１条中「第３５項まで、第３８項、第３９項、第４３項若しくは第４６項」

を「第３４項まで、第３７項、第３８項、第４２項若しくは第４５項」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第５条の次に１

条を加える改正規定及び附則第６条の改正規定は、公布の日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 



令和 6 年 4 月 30 日      熊 本 市 公 報          第 1482 号 

 

- 2044 - 

 

第２条 この条例による改正後の熊本市税条例（以下「新条例」という。）の規定中

固定資産税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

令和５年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の都市

計画税について適用し、令和５年度分までの都市計画税については、なお従前の例

による。 
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  規   則   

規 則 第  １７  号   

令和 ６ 年 ３ 月１９日   

 

 熊本市学校給食費条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市学校給食費条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市学校給食費条例施行規則（令和元年規則第１０号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第４条第１項第１号中「及び児童と同様の学校給食の提供を受ける教職員等」を削

り、同項第２号中「及び生徒と同様の学校給食の提供を受ける教職員等」を削り、同

号の次に次の２号を加える。 

(3) 児童と同様の学校給食の提供を受ける教職員等 ２７８円 

(4) 生徒と同様の学校給食の提供を受ける教職員等 ３３８円 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第９条関係） 

期 納期限 学校給食の提供を受ける者 

児童 生徒 児童と同様

の学校給食

の提供を受

ける学校職

員 

生徒と同様

の学校給食

の提供を受

ける学校職

員 

第 1 期 5 月末日 4,800 円 5,600 円 5,400 円 6,400 円 

第 2 期 6 月末日 

第 3 期 7 月末日 

第 4 期 9 月末日 
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第 5 期 10 月末日 

第 6 期 11 月末日 

第 7 期 12 月末日 

第 8 期 1 月末日 

第 9 期 2 月末日 

第 10 期 3 月末日 年間納付額から、第 1 期から第 9 期までにおいて納付す

べき金額の合計額を減じて得た額 

 

附 則 

 この規則は、令和６年７月１日から施行する。 
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規 則 第  １８  号   

令和 ６ 年 ３ 月１９日   

 

 熊本市職員職名規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市職員職名規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市職員職名規則（昭和３７年規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

別表中「、ワクチン統括監」を削り、「生活保護主幹」の次に「、政策監」を加え

る。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  １９  号   

令和 ６ 年 ３ 月１９日   

 

 熊本市公営企業主要補助職員の指定に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市公営企業主要補助職員の指定に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市公営企業主要補助職員の指定に関する規則（昭和２７年規則第２７号）の一

部を次のように改正する。 

 

第１号エ中「及び技術主幹」を「、技術主幹及び政策監」に改め、第２号エ中「及

び工事検査主幹」を「、工事検査主幹及び政策監」に改め、第３号エ中「副センター

長」の次に「、所長、事務長、局長補佐」を加え、「、所長、事務長及び局長補佐」

を「及び政策監」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ２０  号   

令和 ６ 年 ３ 月１９日   

 

 地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の一部

を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の

一部を改正する規則 

 

 地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規則（昭和

４５年規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

 

第１号エ中「及び技術主幹」を「、技術主幹及び政策監」に改め、第２号エ中「及

び工事検査主幹」を「、工事検査主幹及び政策監」に改め、第３号エ中「副センター

長」の次に「、所長、事務長、局長補佐」を加え、「、所長、事務長及び局長補佐」

を「及び政策監」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ２１  号   

令和 ６ 年 ３ 月１９日   

 

 熊本市公共交通協議会規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市公共交通協議会規則の一部を改正する規則 

 

熊本市公共交通協議会規則（平成２５年規則第３７号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第２条第４号を削り、同条第５号中「前各号」を「前３号」に改め、同号を同条第

４号とする。 

 第４条中「２年」を「、２年を超えない範囲内で市長が定める期間」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ２２  号 

令和 ６ 年 ３ 月２１日 

 

 市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則 

 

 市税に関する文書の様式を定める規則（平成６年規則第６号）の一部を次のように 

改正する。 

 

 別表様式第９２号の項中「市県民税（所得・課税）証明書 世帯分」を「市民税・ 

県民税・森林環境税（所得・課税）証明書 世帯分」に改め、同表様式第９３号の項 

中「市県民税（所得・課税）証明書 個人分」を「市民税・県民税・森林環境税（所 

得・課税）証明書 個人分」に改める。 

様式第９２号及び様式第９３号を次のように改める。 
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   附 則 

１ この規則は、令和６年６月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の様式第９２号及び様式第９３号は、令和６年度以後の年

度分の個人の市民税、個人の県民税及び森林環境税について用い、令和５年度分ま

での個人の市民税及び個人の県民税については、なお従前の例による。 
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規 則 第  ２３  号   

令和 ６ 年 ３ 月２１日   

 

 熊本市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市職員の退職手当に関する条例施行規則（平成２０年規則第１４号）の一部を

次のように改正する。 

 

 第２条第２号中「附則第６項」を「附則第２項」に改める。 

 附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１１項第２号」を「附則第７項第２号」

に改める。 

 附則中第５項を削り、第６項を第５項とする。 

 別表アの表第４号区分の項第４号を次のように改める。 

(4) 平成２９年４月以後の教育職給与条例の教育職員給料表(1)の適用を受けていた

者で次に掲げるもの 

 ア その属する職務の級が４級であった者（第２号区分の項第４号に掲げる者及び

第３号区分の項第４号に掲げる者を除く。） 

 イ その属する職務の級が３級であった者のうち市長が定めるもの 

 別表アの表第５号区分の項第４号中「定めるもの」の次に「（第４号区分の項第４

号イに掲げる者を除く。）」を加え、同表第６号区分の項第４号ア中「（」の次に「第

４号区分の項第４号イに掲げる者及び」を加える。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表アの改正規定は、令和６年４月

１日から施行する。 
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規 則 第  ２４  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び指定

介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び

指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び指定

介護予防サービス事業所の指定等に関する規則（平成２４年規則第１１６号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第１条中「。以下「施行規則」という。」を削る。 

 第２条の見出しを「（指定等を受けたことの標示）」に改め、同条第１項を削り、

同条第２項中「第９４条第１項」の次に「若しくは法第１０７条第１項」を加え、同

項を同条第１項とし、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定は、法第９４条第２項又は法第１０７条第２項の規定による変更の許

可を受けた者について準用する。 

 第３条から第９条までを削り、第１０条を第３条とする。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ２５  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所

の指定等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事

業所の指定等に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所

の指定等に関する規則（平成１８年規則第５７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「。以下「施行規則」という。」を削る。 

 第２条の見出しを「（指定を受けたことの標示）」に改め、同条第１項を削り、同

条第２項を同条とする。 

 第３条から第６条までを削り、第７条を第３条とする。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ２６  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市特定教育・保育等の利用者負担額を定める規則の一部を改正する規則を公布

する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市特定教育・保育等の利用者負担額を定める規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市特定教育・保育等の利用者負担額を定める規則（平成２７年規則第５０号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３

項中「第４条第１項」を「第４条」に改める。 

 第６条中「第５条及び別表第１」を「前条及び同表」に改める。 

 第１０条第１項中「第５６条第６項から第８項」を「第５６条第５項から第７項」

に、「附則第６条第７項」を「附則第６条第６項」に改める。 

 別表第１備考第１項第１号中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改

める。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ２７  号   

令和 ６ 年 ３ 月２６日   

 

 熊本市旅館業法施行条例施行規則及び熊本市公衆浴場基準条例施行規則の一部を改

正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市旅館業法施行条例施行規則及び熊本市公衆浴場基準条例施行規則の一

部を改正する規則 

 

 （熊本市旅館業法施行条例施行規則の一部改正） 

第１条 熊本市旅館業法施行条例施行規則（平成２４年規則第８７号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第２項中「条例第６条第４号コ」を「同号コ」に改める。 

  第５条中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。 

 （熊本市公衆浴場基準条例施行規則の一部改正） 

第２条 熊本市公衆浴場基準条例施行規則（平成２４年規則第８９号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第２項中「条例第４条第２項第１５号」を「同項第１５号」に改める。 

  第５条中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ２８  号   

令和 ６ 年 ３ 月２７日   

 

 熊本市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市消防局の組織に関する規則（昭和３９年規則第４９号）の一部を次のように

改正する。 

 

第３条第３項中「及び」を「、政策監、」に、「並びに」を「及び」に改める。 

第５条第３項中「主幹」の次に「、政策監」を加える。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ２９  号   

令和 ６ 年 ３ 月２７日   

 

 熊本市火薬類取締法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市火薬類取締法施行細則の一部を改正する規則 

 

 熊本市火薬類取締法施行細則（平成１６年規則第１３号）の一部を次のように改正

する。 

 

第８条第１項に後段として次のように加える。 

 次項の規定による安全な場所の指示を受けた者が、貯蔵する火薬類の種類若しく

は最大貯蔵量又は省令第１６条に規定する火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基

準に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。 

第８条第３項を削り、同条第４項中「第２項」を「前項」に、「火薬庫外火薬類貯

蔵場所指示申請書記載事項変更届」を「火薬庫外火薬類貯蔵場所指示申請者氏名等変

更届」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項中「火薬庫外火薬類貯蔵所」を「火

薬庫外火薬類貯蔵場所」に改め、同項を同条第４項とする。 

第４２条を削り、第４３条を第４２条とし、第４４条を第４３条とし、第４５条を

第４４条とする。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ３０  号   

令和 ６ 年 ３ 月２７日   

 

 熊本市高圧ガス保安法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市高圧ガス保安法施行細則の一部を改正する規則 

 

 熊本市高圧ガス保安法施行細則（平成３０年規則第４３号）の一部を次のように改

正する。 

 

第４４条を削り、第４５条を第４４条とし、第４６条を第４５条とし、第４７条を

第４６条とする。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ３１  号   

令和 ６ 年 ３ 月２７日   

 

 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

 

 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則（平成２７年

規則第９４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第１項中「第３条第５項」を「第３条第４項」に改める。 

 

附 則 

この規則は、熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例（令和６年条例第１４号）の施行の日から施行する。 
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規 則 第  ３２  号   

令和 ６ 年 ３ 月２７日   

 

 熊本市美術品等取得基金管理規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市美術品等取得基金管理規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市美術品等取得基金管理規則（平成１３年規則第５号）の一部を次のように改

正する。 

 

 第４条中「（様式第１号）」を削る。 

 第７条第１項中「（様式第２号）」を削る。 

 第８条中「（様式第３号）」及び「（様式第４号）」を削る。 

 第１０条を第１１条とし、第９条の次に次の１条を加える。 

 （書類の様式等） 

第１０条 この規則の規定により使用する書類に記載すべき事項及びその様式は、市

長が別に定めるところによる。 

 様式第１号から様式第４号までを削る。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ３３  号   

令和 ６ 年 ３ 月２７日   

 

 保健衛生事務に関する権限委任規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   保健衛生事務に関する権限委任規則の一部を改正する規則 

 

 保健衛生事務に関する権限委任規則（平成１１年規則第２８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第２条第８号ト中「第３８条第２項、第８項及び第９項」を「第３８条第２項、第

１０項及び第１１項」に改め、同号ナ中「第３８条第７項」を「第３８条第９項」に

改め、同条第３０号カ中「第３８条第２項」を「第５３条第２項」に改め、同号キ中

「第３８条第５項」を「第５３条第５項」に改め、同条第３１号中「婦人相談所」を

「女性相談支援センター」に、「婦人保護施設」を「女性自立支援施設」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条第３０号の改正規定

は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ３４  号   

令和 ６ 年 ３ 月２７日   

 

 熊本市漁港漁場整備法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市漁港漁場整備法施行細則の一部を改正する規則 

 

 熊本市漁港漁場整備法施行細則（平成１４年規則第３１号）の一部を次のように改

正する。 

 

題名を次のように改める。 

   熊本市漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則 

 第１条中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改める。 

 第２条第１項第１号中「（様式第１号）」を削り、同項第２号中「（様式第２号）」

を削り、同項第３号中「（様式第３号）」を削り、同項第４号中「（様式第４号）」

を削り、同項第５号中「（様式第５号）」を削り、同条第３項中「もって法第３９条

第１項」を「もって同条第１項」に改める。 

 第３条第１項中「法第３９条第４項」を「同条第４項」に改め、「（様式第６号）」

を削る。 

 第４条中「（様式第７号）」を削る。 

 第６条第１号中「（様式第８号）」を削り、同条第２号中「（様式第９号）」を削

り、同条第３号中「（様式第１０号）」を削り、同条第４号中「（様式第１１号）」

を削り、同条第５号中「（様式第１２号）」を削り、同条第６号中「（様式第１３号）」

を削る。 

 第７条中「様式第１４号」を「別記様式」に改める。 

第８条を第９条とし、同条の前に次の１条を加える。 

 （書類の様式等） 

第８条 この規則の規定により使用する書類に記載すべき事項及びその様式は、市長
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が別に定めるところによる。 

２ 前項の様式のうち市民が作成する書類に係るものは、市のホームページへの掲載

その他の方法により公表するものとする。 

 様式第１号から様式第１３号までを削り、様式第１４号を別記様式とする。 

 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ３５  号   

令和 ６ 年 ３ 月２７日   

 

 熊本市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の一部を改正する規則を公布

する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則（平成１８年規則第５６号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「。以下「施行規則」という。」を削る。 

 第２条の見出しを「（指定を受けたことの標示）」に改め、同条第１項を削り、同

条第２項を同条とする。 

 第３条から第５条までを削り、第６条を第３条とする。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ３６  号   

令和 ６ 年 ３ 月２７日   

 

 熊本市児童相談所長事務委任規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市児童相談所長事務委任規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市児童相談所長事務委任規則（平成２２年規則第６３号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第２条第１号ソ中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号中ユをヨとし、

タからヤまでをチからユまでとし、ソの次に次のように加える。 

  タ 法第３１条の２第１項及び第２項の規定による障害児入所施設等の在所期間

の延長等の措置に関すること。 

 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ３７  号   

令和 ６ 年 ３ 月２７日   

 

 熊本市重度心身障害者医療費助成規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市重度心身障害者医療費助成規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市重度心身障害者医療費助成規則（昭和４８年規則第２８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第２条第４項中「附加給付」を「付加給付」に改める。 

 第３条第１項第１号中「（」の次に「次に掲げる者を除く。」を加え、同号に次の

ように加える。 

  ア 身体障害者手帳の交付とともに身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第

７８号）第６条第１項の規定による診査（以下「再認定」という。）を受ける

べき旨の通知を受けた者で、再認定を受けるべき日までに再認定を受けず、か

つ、これに係る手続を開始していないもの 

  イ 療育手帳の交付を受けた者で障害の程度の変化を確認するための判定（以下

「再判定」という。）を受けるべき年度（以下「再判定年度」という。）の末

日までに再判定を受けていないもの 

  ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で当該手帳に記載された有効期限

の到来する日までに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第４

項の認定を受けていないもの 

 第３条の２第１項中「その配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同一

の事情にある者を含む。第８条の２第１項第１号において同じ。）若しくは障害者の

民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務者で主として障

害者の生計を維持するもの（以下「扶養義務者等」という。）」を「障害者と同一の

世帯に属するものとして住民基本台帳に記録されている次に掲げる者」に、「それら」
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を「これら」に改め、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の次に「（昭和    

３９年法律第１３４号）」を加え、同項に次の各号を加える。 

 (1) 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同一の事情にある者を含む。

第８条の２第１項第１号において同じ。） 

 (2) 障害者の民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務

者（以下「扶養義務者等」という。） 

 第６条第１項の表第２条第１項第１号に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

の部２０歳以上の項中「身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第６条

第１項の規定による診査（以下「再認定」という。）」を「再認定」に改め、同表第

２条第１項第２号に規定する療育手帳の交付を受けた者の部２０歳以上の項中「障害

の程度の変化を確認するための判定（以下「再判定」という。）」を「再判定」に、

「再判定を受けるべき年度（以下「再判定年度」という。）」を「再判定年度」に改

める。 

 第８条中「熊本市重度心身障害者医療費受給資格者証」の次に「及び第２条第１項

の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳（受給資格者が障害児福祉

手当受給相当者である場合にあっては、熊本市重度心身障害者医療費受給資格者証）」

を加え、同条第２号中「又は」を「若しくは」に改め、「高額療養費」の次に「又は

これらに係る付加給付」を加える。 

 第８条の２第１項中「第８号」を「第７号」に、「死亡受給資格者の死亡の時にお

いて死亡受給資格者と同一の世帯に属するものとして住民基本台帳に記録されてい

た」を「第２号に該当しない」に改め、同項第２号中「主として」を削り、「の生計

を維持する」を「と同一の世帯に属するものとして住民基本台帳に記録されている」

に改める。 

 第９条中第４項を第５項とし、同条第３項中「前項」を「前２項」に改め、同項を

同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、次に掲げる保険医療機関等が同項の費用を審査支払機関（市

長が委託した社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会をいう。以下

この項において同じ。）を経由して市長に請求するときは、市長は、当該費用を当

該審査支払機関を経由して支払うものとする。 

(1) 健康保険法第６３条第３項各号に掲げる病院、診療所又は薬局 
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(2) 健康保険法第８８条第１項に規定する指定訪問看護事業者 

 第１１条に次のただし書を加える。 

  ただし、第９条第３項に規定する審査支払機関を経由した請求にあっては、この

限りでない。 

 

   附 則 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の熊本市重度心身障害者医療費助成規則の規定は、この規

則の施行の日後に生じた医療費に係る助成について適用し、同日前の医療費に係る

助成については、なお従前の例による。 
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規 則 第  ３８  号   

令和 ６ 年 ３ 月２８日   

 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改

正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和４４

年規則第２０号）の一部を次のように改正する。 

 

第６条の２第２号中「、同法第６６条」を「又は同法第６６条」に改め、「又は売

春防止法（昭和３１年法津第１１８号）第１７条の規定による補導処分として婦人補

導院に収容されている場合」を削る。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ３９  号   

令和 ６ 年 ３ 月２８日   

 

 熊本市違法駐車等の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市違法駐車等の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市違法駐車等の防止に関する条例施行規則（平成４年規則第５０号）の一部を

次のように改正する。 

 

 第２条第１項中「に規定する意見」を「の規定による意見の聴取」に、「聴く」を

「行う」に改め、同項中第３号を削り、第４号を第３号とし、同項第５号中「熊本市

交通指導員地区協議会連合会」を「熊本市交通指導員区協議会連合会」に改め、同号

を同項第４号とし、同項中第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、第８号を第７

号とし、同条第２項中「関係機関」を「関係行政機関」に改める。 

 第３条第５号及び第５条第３号中「その他」の次に「市長が」を加える。 

  

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ４０  号   

令和 ６ 年 ３ 月２８日   

 

 熊本市障害者福祉センター希望荘条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市障害者福祉センター希望荘条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市障害者福祉センター希望荘条例施行規則（平成１７年規則第１０１号）の一

部を次のように改正する。 

 

 題名を次のように改める。 

   熊本市障がい者福祉センター希望荘条例施行規則 

 第１条中「熊本市障害者福祉センター希望荘条例」を「熊本市障がい者福祉センタ

ー希望荘条例」に改める。 

 第３条第１項中「あたる」を「当たる」に、「熊本市障害者福祉センター希望荘使

用許可申請書（様式第１号）」を「熊本市障がい者福祉センター希望荘使用許可申請

書」に改め、同条第２項中「熊本市障害者福祉センター希望荘使用許可書（様式第２

号）」を「熊本市障がい者福祉センター希望荘使用許可書」に改める。 

 第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。 

（書類の様式等） 

第６条 この規則の規定により使用する書類（第４条各号に掲げるものを除く。）に

記載すべき事項及びその様式は、市長が別に定めるところによる。 

２ 前項の様式のうち市民等が作成する書類に係るものは、市のホームページへの掲

載その他の方法により公表するものとする。 

 様式第１号及び様式第２号を削る。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ４１  号   

令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市会計規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市会計規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市会計規則（昭和３９年規則第２９号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第５号中「する者」の次に「（法第２４３条の２第２項に規定する指定公金

事務取扱者を除く。）」を加える。 

第１３条中「歳入」の次に「（その性質上納入の通知を必要としないものを除く。）」

を加える。 

第１７条の見出し中「指定等」を「指定に関する協議等」に改め、同条第１項中「第

２３１条の２の３」を「第２３１条の２の３第１項」に改め、同条中第２項を削り、

第３項を第２項とする。 

第１８条を次のように改める。 

（公金事務の委託を受ける者の指定に関する協議等） 

第１８条 法第２４３条の２第１項の規定による指定をしようとするときは、あらか

じめ会計管理者に協議しなければならない。 

２ 法第２４３条の２の２第４項の証明書は、立入検査実施者身分証明書（様式第２

号）とする。 

 第１８条の次に次の１条を加える。 

 （徴収又は収納の事務の委託） 

第１８条の２ 令第１７３条の２第１項の規定により徴収に関する事務を委託するこ

とができる歳入として市長が認めるものは、次に掲げるとおりとする。 

(1) 使用料 

(2) 手数料 
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(3) 賃貸料 

(4) 物品売払代金 

(5) 寄附金 

(6) 貸付金の元利償還金 

(7) 第１号及び第２号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第３号から前号までに掲

げる歳入に係る遅延損害金 

２ 法第２４３条の２の５第１項の規定により収納に関する事務を委託することがで

きる歳入等として市長が定めるものは、次に掲げるとおりとする。 

(1) 前項各号に掲げる歳入 

(2) 地方税（当該地方税に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１条第１

項第１４号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重

加算金及び滞納処分費を含む。） 

(3) 分担金 

(4) 負担金 

(5) 不動産売払代金 

(6) 過料 

(7) 第３号、第４号及び第６号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第４号及び第５号

に掲げる歳入に係る遅延損害金 

３ 法第２４３条の２第１項の規定により私人に公金の徴収又は収納に関する事務を

委託しようとするとき（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８０条の

２若しくは高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１４

条の規定による場合を含む。）は、次に掲げる事項を内容とする契約書を取り交わ

すものとする。 

(1) 委託する歳入又は歳入等の種類及び金額 

(2) 徴収又は収納の対象となる納入義務者 

(3) 委託手数料 

(4) 委託期間 

(5) 収納方法 

(6) 収納金の整理 

(7) 収納金の払込方法及び期限 
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(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項４ 法第２４３条の２の５第２項に規

定する長が定める方法は、口頭、掲示その他の方法による通知とする。 

５ 令第１７３条の２第２項の規定により徴収又は収納に関する事務の委託を受けた

者がその徴収した歳入又は収納した歳入等を払い込むときは、当該歳入又は歳入等

にその内容を示す計算書を添え、歳入金払込書により直ちに指定金融機関等に払い

込まなければならない。ただし、会計管理者が特別の事情があると認めて別の方法

を定めたときは、当該方法によることができる。 

６ 法、令及びこの規則に定めるもののほか、指定公金事務取扱者に委託する徴収又

は収納に関する事務の取扱いについては、当該委託に係る契約において定めるとこ

ろによる。 

第１９条の２第２項第５号中「県民税」を「個人の県民税及び森林環境税」に改め

る。 

第２０条第２項中「収納金に」を「ものに」に、「１箇月以内分」を「１か月以内

分」に改める。 

第２５条ただし書中「かえる」を「代える」に改める。 

第２６条第２項中「支出命令者」を「、支出命令者」に改める。 

第３２条中「取消」を「取消し」に改める。 

第３３条第１項第８号中「３月分以内の」を削り、同条中第２項及び第３項を次の

ように改める。 

２ 令第１６１条第１項第１号から第１６号までに掲げる経費及び前項各号に掲げる

経費は、１か月分以内を限度として前渡するものとする。ただし、次の各号に掲げ

る経費については、それぞれ当該各号に定める期間を限度として前渡するものとす

る。 

(1) 令第１６１条第１項第１３号及び第１４号並びに前項第５号及び第８号 ３

か月分以内 

(2) 令第１６１条第１項第１２号及び前項第１６号 １年分以内 

３ 資金前渡を受けることができる職員は、次に掲げる者とする。ただし、主管課長

又は市立学校長若しくは市立幼稚園長が必要と認める場合は、これらの者が指定す

る職員に資金を前渡できる。 

(1) 令第１６１条第１項第１号及び第２号並びに第１項第３号及び第１２号に掲
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げる経費 当該職員 

(2) 前号に掲げる経費以外の経費 主管課長並びに市立学校長及び市立幼稚園長 

第３３条に次の１項を加える。 

４ 資金前渡を受けた職員は、指定金融機関への預金その他の確実な方法により前渡

された資金を保管し、直ちに支払をする場合を除き、現金出納簿を備えて整理しな

ければならない。 

 第３４条第２項中「次に掲げる期間内」を「用務終了後７日以内」に、「剰余金」

を「、剰余金」に改め、同項各号を削る。 

 第３６条第２項中「手続き」を「手続」に改める。 

 第３９条第３項ただし書中「申し出」を「申出」に改める。 

 第４１条第１項中「振替え」を「振替」に改める。 

 第４２条第１項中「令第１６５条の３」を「法第２４３条の２第１項」に、「支出

の事務を委託する」を「公金の支出に関する事務を委託しようとする」に、「取りか

わす」を「取り交わす」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 法第２４３条の２の６第３項の規定により支出に関する事務の委託を受けた者が

その支出の結果を会計管理者に報告するときは、その用務終了後速やかに、領収書

又は支払を証明する書類を添付した精算書及び支払の明細を示す書類を、支出命令

者を経由して、会計管理者に提出するものとする。 

 第４２条に次の１項を加える。 

３ 法、令及びこの規則に定めるもののほか、指定公金事務取扱者に委託する支出に

関する事務の取扱いについては、当該委託に係る契約において定めるところによる。 

第４６条の２中「第１６５条の７」を「第１６５条の６」に改める。 

 第５０条第２号中「（昭和２５年法律第２２６号）」を削る。 

第７２条の見出し中「つり銭等資金」を「釣銭等資金」に改め、同条第１項中「つ

り銭」を「釣銭」に改め、同条第２項中「「つり銭等資金」を「「釣銭等資金」に、

「つり銭等資金交付申請書」を「釣銭等資金交付申請書」に改め、同条第３項中「つ

り銭等資金を」を「釣銭等資金を」に、「つり銭等資金返還書」を「釣銭等資金返還

書」に、「つり銭等資金に」を「釣銭等資金に」に改め、同項第２号中「つり銭等資

金」を「釣銭等資金」に改める。 

 第７４条第２項中「引き継ぎ」を「引継ぎ」に、「出納員を経由」を「、出納員を
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経由して会計管理者に」に改める。 

 第８３条第１項第３号中「第１６５条の６」を「第１６５条の５」に改める。 

 第８８条の見出し中「組替」を「組替え」に改める。 

 第９６条第３項及び第４項を削る。 

 別表第１(1)市長事務部局（消防局を除く。）の表医療政策課の項を削り、同表中生

活衛生課の項の前に次のように加える。 

健康危機管理課 課長 

感染症予防課 課長 

医療対策課 課長 

別表第１(1)市長事務部局（消防局を除く。）の表感染症対策課の項を削る。 

 別表第１(3)教育委員会の表中「指導課」を「学務支援課」に改める。 

 別表第２収納代理金融機関の項中 

「 

株式会社 三菱ＵＦＪ銀行 本店及び各支店 

                            」 

を削る。 

 様式第１号を次のように改める。 

様式第１号（第１７条関係） 

第    号  

立 入 検 査 実 施 者 身 分 証 明 書 

 

所 属                 

氏 名                 

  

 上記の者は、地方自治法第２３１条の２の６第３項の規定により立入検査

を行う職員であることを証明する。 

 年  月  日 

熊本市長          印   

写  真 
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 備考  

１ 裏面に法第２３１条の２の６の関係条項を記載する。 

２ この証明書の大きさは、縦４．８センチメートル、横８センチメートルを標

準とする。 
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 様式第２号を次のように改める。 

様式第２号（第１８条関係） 

第    号  

立 入 検 査 実 施 者 身 分 証 明 書 

 

所 属                 

氏 名                 

  

 上記の者は、地方自治法第２４３条の２の２第３項の規定により立入検査

を行う職員であることを証明する。 

 年  月  日 

熊本市長          印   

 備考  

１ 裏面に法第２４３条の２の２の関係条項を記載する。 

２ この証明書の大きさは、縦４．８センチメートル、横８センチメートルを標

準とする。 

 

   附 則 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第１２号）附則第２条

第１項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託する場合における当該

者との契約書の締結及び収入事務委託証の公布並びに検査については、この規則に

よる改正前の熊本市会計規則第１８条及び第９６条の規定の例による。 

 

 

 

 

 

写  真 
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 規 則 第  ４２  号   

令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市企業立地促進条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史  

  

熊本市企業立地促進条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市企業立地促進条例施行規則（平成１１年規則第１０号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第３条第２項中「前項各号」を「同項各号」に改める。 

 第２２条を第２４条とし、第１７条から第２１条までを２条ずつ繰り下げ、第１６

条の次に次の２条を加える。 

 （違約加算金） 

第１７条 指定事業者は、条例第８条の規定により補助金の返還を請求されたときは、 

その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額 

（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控 

除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した違約加算金を市に納付 

しなければならないこととする。 

２ 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用につい 

ては、返還を請求された額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものと 

し、当該返還を請求された額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請

求された額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとす

る。 

３ 第１項の違約加算金を納付しなければならない場合において、指定事業者の納付 

した金額が返還を請求された補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当 

該返還を請求された補助金の額に充てられたものとする。 

 （他の補助金等の一時停止） 
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第１８条 市長は、指定事業者が補助金の返還を請求され、当該補助金又は違約加算 

金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業 

について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停 

止することができることとする。 

別表第１本社機能移転支援の項対象施設の欄中第１項第２号の次に次の１号を加 

える。 

(3) 研修所 

 別表第２用地取得等補助金の項算定方法の欄中「ものに限る。」の次に「ただし、

市長が特に認める場合は、この限りでない。」を加える。 

 

附 則 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の別表第２の規定は、この規則の施行の日以後に操業開始

日が到来する指定対象施設について適用する。 
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規 則 第  ４３  号   

令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第１９条の規定に基づく

市長が給与を定める職員等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第１９条の規定に基

づく市長が給与を定める職員等に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第１９条の規定に基づく

市長が給与を定める職員等に関する規則（令和２年規則第２８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 別表第１熊本競輪場場内取締会計年度任用職員（委員）の項の次に次のように加え

る。 

地域林政アドバイザー（水源かん養林整備業務） 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ４４  号   

令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

熊本市事務分掌規則（平成８年規則第３８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第４項中「、」を「及び」に改め、「及び都市政策研究所」を削り、同条第

５項を削り、同条第６項中「及び」を「、」に改め、「西南部農業振興センター」の

次に「及び都市政策研究所」を加え、同項を同条第５項とし、同条中第７項を第６項

とし、第８項から第１２項までを１項ずつ繰り上げ、同条第１３項中「庁舎建設準備

室、」を削り、「及び」を「、」に改め、「西環状道路推進室」の次に「及び雨水対

策室」を加え、同項を同条第１２項とし、同条中第１４項を第１３項とし、第１５項

から第１７項までを１項ずつ繰り上げる。 

 別表(1)政策局の表総合政策部の部政策企画課の項事務分掌の欄中第７号を削り、第

８号を第７号とし、第９号を第８号とし、第１０号を第９号とし、同欄第１１号中   

「昭和３１年法律１６２号」を「昭和３１年法律第１６２号」に改め、同号を同欄第

１０号とし、同欄中第１２号を第１１号とし、第１３号を第１２号とし、第１４号を

第１３号とし、第１５号を削り、第１６号を第１４号とし、第１７号から第１９号ま

でを２号ずつ繰り上げ、同部庁舎建設準備室（室）の項を削り、同部の次に次のよう

に加える。 

庁
舎
整
備
部 

庁舎建設課 (1) 庁舎及び関連施設等の建設に関すること。 

庁舎周辺まちづ

くり課 

(1) 庁舎建設地の選定及び調整に関すること。 

(2) 庁舎周辺市有地の利活用に関すること。 

 別表(1)政策局の表旧熊本市民病院解体対策室の部を削る。 
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 別表(2)総務局の表契約監理部の部契約政策課の項事務分掌の欄中第９号を第１０

号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

(9) 公契約条例（仮称）検討委員会に関すること。 

 別表(3)財政局の表税務部の部固定資産税課の項事務分掌の欄中第７号を削り、第８

号を第７号とする。 

 別表(4)文化市民局の表市民生活部の部地域活動推進課の項事務分掌の欄中第１０

号を第１１号とし、第７号から第９号までを１号ずつ繰り下げ、第６号の次に次の１

号を加える。 

(7) くまもとポイント事業に関すること。 

 別表(4)文化市民局の表市民生活部の部生活安全課の項事務分掌の欄第９号中「安全

安心まちづくり推進協議会」を「犯罪のない安全安心まちづくり推進協議会」に改め、

同表人権推進部の部男女共同参画課の項事務分掌の欄に次の１号を加える。 

(6) 困難女性支援基本計画（仮称）策定委員会に関すること。 

 別表(4)文化市民局の表文化創造部の部文化政策課の項事務分掌の欄中第１６号を

第１７号とし、第１３号から第１５号までを１号ずつ繰り下げ、第１２号の次に次の

１号を加える。 

(13) 文化芸術推進基本計画策定委員会に関すること。 

 別表(5)健康福祉局の表健康福祉部の部健康づくり推進課の項事務分掌の欄第６号

中「連絡調整」を「総合調整」に改め、同表高齢者支援部の部高齢福祉課の項事務分

掌の欄第１９号中「こと」の次に「（他課の所管に属するものを除く。）」を加え、

同欄中第２６号を第２７号とし、第２５号の次に次の１号を加える。 

(26) 認知症疾患医療センター運営事業受託事業者選定委員会に関すること。 

 別表(5)健康福祉局の表高齢者支援部の部介護保険課の項事務分掌の欄第５号を削

り、同部介護事業指導課の項事務分掌の欄第５号中「住宅政策課」を「他課」に改め、

同表障がい者支援部の部障がい福祉課の項事務分掌の欄第５号中「指定障害児通所支

援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改め、同欄中第２３号を第２４号と

し、第２０号から第２２号までを１号ずつ繰り下げ、同欄第１９号中「障害者福祉セ

ンター希望荘」を「障がい者福祉センター希望荘」に改め、同号を同欄第２０号とし、

同欄第１８号の次に次の１号を加える。 

(19) 障がい者の就労支援に関すること。 
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 別表(5)健康福祉局の表保健衛生部の部中医療政策課の項を削り、生活衛生課の項の

前に次のように加える。 

健康危機管

理課 

(1) 部内事務の連絡調整に関すること。 

(2) 健康危機管理に係る企画及び総合的調整に関すること（保

健所の所管に属するものを除く。）。 

(3) 健康危機管理に係る関係団体との連絡調整に関すること。 

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成１０年法律第１１４号）に関すること（他課及び保健

所の所管に属するものを除く。）。 

(5) 健康危機管理における保健師等の活動に係る総合調整に

関すること。 

(6) 食品衛生検査施設の精度管理に関すること。 

(7) 総合保健福祉センターの管理に関すること。 

(8) 感染症診査協議会に関すること。 

(9) 保健衛生審議会に関すること。 

(10) 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議に関するこ

と。 

感染症予防

課 

(1) 感染症予防に係る企画及び調整に関すること。 

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律に関すること（他課及び保健所の所管に属するものを除

く。）。 

(3) 予防接種に関すること。 

(4) 予防接種健康被害調査委員会に関すること。 

医療対策課 (1) 医療政策の総合的企画及び調整に関すること。 

(2) 保健医療計画に関すること。 

(3) 医療に係る統計に関すること（保健所の所管に属するもの

を除く。）。 

(4) 救急医療及び災害医療に関すること。 

(5) 医事及び薬事の関係法令に規定する業務に関すること（他
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課及び保健所の所管に属するものを除く。）。 

(6) 献血の推進及び臓器移植等の普及に関すること。 

(7) 薬物乱用防止に関すること。 

(8) 難病に係る総合的企画及び調整に関すること（他課の所管

に属するものを除く。）。 

(9) 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律

第５０号）に基づく特定医療費の支給に関すること。 

(10) その他疾病対策に関すること（他課の所管に属するもの

を除く。）。 

(11) 保健及び医療に係る関係団体との連絡調整に関するこ

と。 

(12) 衛生検査精度管理専門委員会に関すること。 

(13) 医療安全推進協議会に関すること。 

(14) 救急災害医療協議会に関すること。 

(15) 指定難病審査会に関すること。 

別表(5)健康福祉局の表保健衛生部の部中感染症対策課の項及び新型コロナウイル

ス感染症対策課の項を削る。 

 別表(6)こども局の表こども育成部の部こども支援課の項事務分掌の欄中第１８号

を第１９号とし、第１１号から第１７号までを１号ずつ繰り下げ、第１０号の次に次

の１号を加える。 

(11) こども家庭センターの業務の総括に関すること（他課の所管に属するものを除

く。）。 

別表(6)こども局の表こども福祉部の部こども家庭福祉課の項事務分掌の欄中第 

１６号を第１７号とし、第１５号を第１６号とし、第１４号の次に次の１号を加える。 

(15) こども家庭センターの業務の総括に関すること（児童福祉機能に限る。）。 

 別表(6)こども局の表児童相談所の部事務分掌の欄中第１０号を第１１号とし、第９

号を第１０号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

(9) 里親支援センターの設置認可及び指導監督に関すること。 

 別表(7)環境局の表環境推進部の部環境政策課の項事務分掌の欄に次の１号を加え

る。 
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(20) 環境影響評価技術指針等検討委員会に関すること。 

 別表(8)経済観光局の表観光交流部の部観光政策課の項事務分掌の欄中第１０号を

第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 宿泊税検討委員会に関すること。 

 別表(8)経済観光局の表スポーツ・イベント部の部競輪事務所の項事務分掌の欄中第

５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

(5) 自転車競技場に関すること。 

 別表(10)都市建設局の表都市政策部の部都市安全課の項事務分掌の欄に次の１号を

加える。 

(5) 盛土対策検討委員会に関すること。 

 別表(10)都市建設局の表都市政策部の部建築審査室（室）の項事務分掌の欄第５号

中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律」に、同表住宅部の部住宅政策課の項事務分掌の欄第３号

中「介護事業指導課」を「他課」に改め、同欄第６号を次のように改める。 

(6) 災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与及び被災した住宅の応急修理に関する

こと。 

別表(10)都市建設局の表土木部の部河川課の項事務分掌の欄中第１２号を第１３号

とし、第１１号の次に次の１号を加える。 

(12) 雨水対策室（室）に関すること。 

 別表(10)都市建設局の表土木部の部河川課の項の次に次のように加える。  

雨水対策室

（室） 

(1) 公共下水道の雨水事業に係る計画及び実施に関すること。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （熊本市予算決算規則の一部改正） 

２ 熊本市予算決算規則（昭和３９年規則第２８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「国際課」の次に「、庁舎建設課」を、「介護保険課」の次に「、

介護事業指導課」を加え、「医療政策課」を「健康危機管理課、感染症予防課、医
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療対策課」に改め、「、感染症対策課」及び「、都市政策研究所副所長」を削り、

「指導課長」の次に「、学務支援課長」を加える。 

 （熊本市物品会計規則の一部改正） 

３ 熊本市物品会計規則（昭和４０年規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１号中「、旧熊本市民病院解体対策室」を削る。 

  別表政策局の部総合政策部の款を次のように改める。 

庁舎整備部 庁舎建設課 庁舎周辺まちづくり課 

  別表健康福祉局の部高齢者支援部の款を削り、同表都市建設局の部土木部の款土

木総務課の項中 

 「 

河川課 

             」 

     を 

 「 

河川課 

雨水対策室 

             」 

に改め、同表教育委員会事務局の部学校教育部の款中「指導課」を「学務支援課」

に改める。 

 （熊本市保健所事務分掌規則の一部改正） 

４ 熊本市保健所事務分掌規則（平成１４年規則第４４号）の一部を次のように改正

する。 

 

「医療政策課」 

 「健康危機管理課 

 感染症予防課 

 医療対策課  」 

 

第３条中 を に改め、 

   

「感染症対策課 

新型コロナウイルス感染症対策課」 
を削る。 

  第４条中医療政策課の項を削り、生活衛生課の項の前に次のように加える。 

  健康危機管理課 

(1)  所内事務の連絡調整に関すること。 
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(2) 健康危機管理に係る企画及び総合的調整に関すること。 

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年

法律第１１４号）に関すること（他課の所管に属するものを除く。）。 

(4) 各種感染症の調査及び研究に関すること（他課の所管に属するものを除

く。）。 

(5) 臨床検査に関すること（他課の所管に属するものを除く。）。 

(6) 医薬品その他の衛生資材の出納保管に関すること（他課の所管に属する

ものを除く。）。 

感染症予防課 

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関すること

（他課の所管に属するものを除く。）。 

(2) 各種感染症の調査及び研究に関すること（他課の所管に属するものを除

く。）。 

(3) 臨床検査に関すること（他課の所管に属するものを除く。）。 

(4) 医薬品その他の衛生資材の出納保管に関すること（他課の所管に属する

ものを除く。）。 

医療対策課 

(1) 医療に係る統計に関すること。 

(2) 医療安全支援センターに関すること（医療安全推進協議会に関すること

を除く。）。 

(3) 医事及び薬事の関係法令に規定する業務に関すること（病院の開設許可

に関する事務、医療法人に関する事務、医療監視員証の発行に関する事務等

を除く。）。 

  第４条中感染症対策課の項及び新型コロナウイルス感染症対策課の項を削る。 

  第６条中「健康福祉局保健衛生部医療政策課」を「健康福祉局保健衛生部健康危

機管理課、同部感染症予防課、同部医療対策課」に改め、「、同部感染症対策課、

同部新型コロナウイルス感染症対策課」を削る。 

 （熊本市行政不服審査法に係る事務分掌に関する規則の一部改正） 

５ 熊本市行政不服審査法に係る事務分掌に関する規則（平成２８年規則第５３号）

の一部を次のように改正する。 
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  別表第１政策局及び都市政策研究所の項中「秘書課」を「庁舎建設課」に改める。 

 （熊本市行政不服審査法に係る事務分掌に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

６ 前項の規定による改正後の熊本市行政不服審査法に係る事務分掌に関する規則別

表第１の規定は、この規則の施行の日以後に行われた審査請求に係る事務について

適用し、同日前に行われた審査請求に係る事務については、なお従前の例による。 
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規 則 第  ４５  号   

令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市区役所等事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市区役所等事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市区役所等事務分掌規則（平成２４年規則第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 別表区民部の部総務企画課の項事務分掌の欄中第７７号を第７８号とし、第２７号

から第７６号までを１号ずつ繰り下げ、第２６号の次に次の１号を加える。 

(27) 中央区役所指定管理者候補者選定委員会に関すること（中央区役所に限る。）。 

 別表区民部の部各総合出張所（室）の項事務分掌の欄第４９号中「果樹試験場記念

館」を「旧果樹試験場記念館」に改め、同表保健福祉部の部福祉課の項事務分掌の欄

第１０号中「こと」の次に「（他課の所管に属するものを除く。）」を加え、同欄第

２９号中「相談」を「指定管理者との間における支払、連絡調整等」に改め、「こと」

の次に「（他課の所管に属するものを除く。）」を加え、同部保健こども課の項事務

分掌の欄第１９号中「子ども家庭総合支援拠点」を「こども家庭センター」に改める。 

  

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ４６  号   

令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 

 熊本市児童福祉法施行細則（平成２２年規則第７４号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 附則第３項中「第６条の２の２第９項」を「第６条の２の２第８項」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ４７  号   

令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市児童措置費負担金徴収規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市児童措置費負担金徴収規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市児童措置費負担金徴収規則（平成２２年規則第７５号）の一部を次のように

改正する。 

 

第１条中「（同条第６項において準用する場合を含む。次条において同じ。）」を

削る。 

 第２条中「満２０歳未満義務教育終了児童等又は満２０歳以上義務教育終了児童等」

を「児童自立生活援助対象者」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ４８  号   

令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市税条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 

熊本市税条例施行規則（昭和４３年規則第４８号）の一部を次のように改正する。 

  

 第３条の２を削り、第３条の３を第３条の２とする。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ４９  号   

令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市子育て短期支援事業の実施に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市子育て短期支援事業の実施に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市子育て短期支援事業の実施に関する規則（平成３０年規則第８１号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第１条中「第１６４号」の次に「。以下「法」という。」を加える。 

 第２条中「となる者」の次に「（法第２１条の１８第２項の規定による支援の提供

（以下「措置」という。）を受ける者を除く。）」を、「負担額」の次に「（法第       

５６条第２項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額を除く。）」

を加える。 

 第３条中「者」の次に「（法第２１条の１８第１項の規定による勧奨を受けた者を

含み、措置を受ける者を除く。）」を加える。 

 第７条を第１０条とし、第６条の次に次の３条を加える。 

 （措置） 

第７条 市長は、措置を採ることを決定したときは、当該決定を受けた者（以下「被

措置者」という。）に措置決定通知書を交付するものとする。この場合において、

当該措置を委託により行うときは、あらかじめ、当該措置を委託する事業所等の長

に被措置者決定通知書を送付するものとする。 

２ 市長は、被措置者に係る措置を解除することを決定したときは、当該被措置者及

び当該措置を委託した事業所等の長に措置解除決定通知書を交付するものとする。 

 （措置に要する費用の徴収） 

第８条 措置に要する費用は、徴収しない。 

 （書類の様式等） 
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第９条 この規則の規定により使用する書類に記載すべき事項及びその様式は、市長

が別に定めるところによる。 

２ 前項の様式のうち市民等が作成する書類に係るものは、市のホームページへの掲

載その他の方法により公表するものとする。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ５０  号   

令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市養育支援訪問事業の実施に関する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市養育支援訪問事業の実施に関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条の

地域子ども・子育て支援事業のうち、養育支援訪問事業（児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号。以下「法」という。）第６条の３第５項に規定する養育支援訪問

事業をいう。以下「本事業」という。）を実施するために必要な事項を定めるもの

とする。 

 （事業の対象等） 

第２条 本事業の対象となる者（法第２１条の１８第２項の規定による支援の提供（以

下「措置」という。）を受ける者を除く。）その他の本事業の内容は、市長が別に

定める。 

 （申請） 

第３条 本事業を利用しようとする者（法第２１条の１８第１項の規定による勧奨を

受けた者を含み、措置を受ける者を除く。）は、市長が別に定めるところにより、

市長に申請しなければならない。 

 （実施の決定） 

第４条 市長は、前条に規定する申請があったときは、審査を行い、適当と認めたと

きは、当該申請をした者に対して本事業の実施の決定を行うものとする。 

２ 市長は、前項に規定する実施の決定に当たっては、必要な条件を付することがで

きる。 

 （変更の届出） 

第５条 前条第１項の規定により本事業の実施の決定を受けた者（以下「対象者」と
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いう。）は、第２条の規定により市長が定めた本事業の対象となる者の要件に該当

しなくなったときその他市長が別に定める事由に該当したときは、速やかに市長に

届け出なければならない。 

 （決定の取消し） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の実施の決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 対象者が第２条の規定により市長が定めた本事業の対象となる者の要件に該

当しなくなったとき。 

 (2) 対象者が第４条第２項の条件に違反したとき。 

 (3) 偽りその他不正な行為により本事業の実施の決定を受けたとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、対象者に事業の提供をすることが著しく不適当で

あると市長が認めるとき。 

 （措置） 

第７条 市長は、措置を採ることを決定したときは、当該決定を受けた者（以下「被

措置者」という。）に措置決定通知書を交付するものとする。この場合において、

当該措置を委託により行うときは、あらかじめ、当該措置を委託する事業所等の長

に被措置者決定通知書を送付するものとする。 

２ 市長は、被措置者に係る措置を解除することを決定したときは、当該被措置者及

び当該措置を委託した事業所等の長に措置解除決定通知書を交付するものとする。 

 （措置に要する費用の徴収） 

第８条 措置に要する費用は、徴収しない。 

 （身分証明書の携帯等） 

第９条 本事業の実施のため対象者又は被措置者の居宅を訪問する者は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならな

い。 

２ 前項に規定する身分を示す証明書は、熊本市養育支援訪問事業実施者身分証明書

（別記様式）とする。 

 （書類の様式等） 

第１０条 この規則の規定により使用する書類に記載すべき事項及びその様式は、市

長が別に定めるところによる。 
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２ 前項の様式のうち市民等が作成する書類に係るものは、市のホームページへの掲

載その他の方法により公表するものとする。 

 （雑則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に

定める。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 6 年 4 月 30 日      熊 本 市 公 報          第 1482 号 

 

- 2103 - 

 

別記様式（第９条関係） 

 

熊 本 市 養 育 支 援 訪 問 事 業 実 施 者  

身 分 証 明 書  

  

写

真 

  氏 名 

 

   

   

  

  上記の者は、熊本市養育支援訪問事業の従事者であることを証明する。 

      年  月  日 

熊本市長        印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.５cm 

 

 ８.５cm 

 



令和 6 年 4 月 30 日      熊 本 市 公 報          第 1482 号 

 

- 2104 - 

 

規 則 第  ５１  号   

令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市子育て世帯訪問支援事業の実施に関する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市子育て世帯訪問支援事業の実施に関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第６条の３第１９項に規定する子育て世帯訪問支援事業（以下「本事業」という。）

を実施するために必要な事項を定めるものとする。 

 （事業の対象等） 

第２条 本事業の対象となる者（法第２１条の１８第２項の規定による支援の提供（以

下「措置」という。）を受ける者を除く。）、保護者の負担額（法第５６条第２項

の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額を除く。）及びその算

定方法その他の本事業の内容は、市長が別に定める。 

 （申請） 

第３条 本事業を利用しようとする者（法第２１条の１８第１項の規定による勧奨を

受けた者を含み、措置を受ける者を除く。）は、市長が別に定めるところにより、

市長に申請しなければならない。 

 （実施の決定） 

第４条 市長は、前条に規定する申請があったときは、審査を行い、適当と認めたと

きは、当該申請をした者に対して本事業の実施の決定を行うものとする。 

２ 市長は、前項に規定する実施の決定に当たっては、必要な条件を付することがで

きる。 

 （変更の届出） 

第５条 前条第１項の規定により本事業の実施の決定を受けた者（以下「対象者」と

いう。）は、第２条の規定により市長が定めた本事業の対象となる者の要件に該当
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しなくなったときその他市長が別に定める事由に該当したときは、速やかに市長に

届け出なければならない。 

 （決定の取消し） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の実施の決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 対象者が第２条の規定により市長が定めた本事業の対象となる者の要件に該

当しなくなったとき。 

 (2) 対象者が第４条第２項の条件に違反したとき。 

 (3) 偽りその他不正な行為により本事業の実施の決定を受けたとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、対象者に事業の提供をすることが著しく不適当で

あると市長が認めるとき。 

 （措置） 

第７条 市長は、措置を採ることを決定したときは、当該決定を受けた者（以下「被

措置者」という。）に措置決定通知書を交付するものとする。この場合において、

当該措置を委託により行うときは、あらかじめ、当該措置を委託する事業所等の長

に被措置者決定通知書を送付するものとする。 

２ 市長は、被措置者に係る措置を解除することを決定したときは、当該被措置者及

び当該措置を委託した事業所等の長に措置解除決定通知書を交付するものとする。 

 （措置に要する費用の徴収） 

第８条 措置に要する費用は、徴収しない。 

 （身分証明書の携帯等） 

第９条 本事業の実施のため対象者又は被措置者の居宅を訪問する者は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならな

い。 

２ 前項に規定する身分を示す証明書は、熊本市子育て世帯訪問支援事業実施者身分

証明書（別記様式）とする。 

 （書類の様式等） 

第１０条 この規則の規定により使用する書類に記載すべき事項及びその様式は、市

長が別に定めるところによる。 

２ 前項の様式のうち市民等が作成する書類に係るものは、市のホームページへの掲
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載その他の方法により公表するものとする。 

 （雑則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に

定める。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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別記様式（第９条関係） 

 

熊 本 市 子 育 て 世 帯 訪 問 支 援 事 業 実 施 者  

身 分 証 明 書  

  

写

真 

  氏 名 

 

   

   

  

  上記の者は、熊本市子育て世帯訪問支援事業（熊本市産前産後ホームヘル

プサービス事業を含む。）の従事者であることを証明する。 

      年  月  日 

熊本市長        印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.５cm 

 

 ８.５cm 
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規 則 第  ５２  号   

令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市児童育成支援拠点事業の実施に関する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市児童育成支援拠点事業の実施に関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第６条の３第２０項に規定する児童育成支援拠点事業（以下「本事業」という。）

を実施するために必要な事項を定めるものとする。 

 （事業の対象等） 

第２条 本事業の対象となる者（法第２１条の１８第２項の規定による支援の提供（以

下「措置」という。）を受ける者を除く。）その他の本事業の内容は、市長が別に

定める。 

 （申請） 

第３条 本事業を利用しようとする者（法第２１条の１８第１項の規定による勧奨を

受けた者を含み、措置を受ける者を除く。）は、市長が別に定めるところにより、

市長に申請しなければならない。 

 （実施の決定） 

第４条 市長は、前条に規定する申請があったときは、審査を行い、適当と認めたと

きは、当該申請をした者に対して本事業の実施の決定を行うものとする。 

２ 市長は、前項に規定する実施の決定に当たっては、必要な条件を付することがで

きる。 

 （変更の届出） 

第５条 前条第１項の規定により本事業の実施の決定を受けた者（以下「対象者」と

いう。）は、第２条の規定により市長が定めた本事業の対象となる者の要件に該当

しなくなったときその他市長が別に定める事由に該当したときは、速やかに市長に
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届け出なければならない。 

 （決定の取消し） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の実施の決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 対象者が第２条の規定により市長が定めた本事業の対象となる者の要件に該

当しなくなったとき。 

 (2) 対象者が第４条第２項の条件に違反したとき。 

 (3) 偽りその他不正な行為により本事業の実施の決定を受けたとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、対象者に事業の提供をすることが著しく不適当で

あると市長が認めるとき。 

 （措置） 

第７条 市長は、措置を採ることを決定したときは、当該決定を受けた者（以下「被

措置者」という。）に措置決定通知書を交付するものとする。この場合において、

当該措置を委託により行うときは、あらかじめ、当該措置を委託する事業所等の長

に被措置者決定通知書を送付するものとする。 

２ 市長は、被措置者に係る措置を解除することを決定したときは、当該被措置者及

び当該措置を委託した事業所等の長に措置解除決定通知書を交付するものとする。 

 （措置に要する費用の徴収） 

第８条 措置に要する費用は、徴収しない。 

 （書類の様式等） 

第９条 この規則の規定により使用する書類に記載すべき事項及びその様式は、市長

が別に定めるところによる。 

２ 前項の様式のうち市民等が作成する書類に係るものは、市のホームページへの掲

載その他の方法により公表するものとする。 

 （雑則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に

定める。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



令和 6 年 4 月 30 日      熊 本 市 公 報          第 1482 号 

 

- 2110 - 

 

規 則 第  ５３  号   

令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市介護保険法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市介護保険法等の施行に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市介護保険法等の施行に関する規則（平成１２年規則第４０号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第１０条第１項第１号及び第２号中「第１３号」を「第１５号」に改める。 

 第１３条第１項中「第１２号」を「第１１号」に改める。 

 附則第７項第１号中「令和６年２月２９日」を「令和７年２月２８日」に改め、同

号カ中「設定された」の次に「帰還困難区域、」を加え、同号キ中「令和５年４月１

日」を「令和５年４月２日」に改め、同号に次のように加える。 

  ク 福島復興再生特別措置法第１７条の２第１項の特定避難指示区域（同条第６

項の規定により認定された特定復興再生拠点区域であって令和５年４月２日

以後令和６年４月１日前に指定が解除されたものの区域に限る。）に該当した

ため避難を行っている者（以下「令和５年度指定解除旧特定復興再生拠点区域

の被災被保険者」という。）のうち合計所得金額が６３３万円未満のもの 

附則第７項中第８号を第９号とし、第２号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、第

１号の次に次の１号を加える。 

(2) 令和５年度指定解除旧特定復興再生拠点区域の被災被保険者のうち合計所得

金額が６３３万円以上のもの 令和６年９月３０日 

附則第８項第１号中「平成２６年まで」を「平成２７年」に改める。 

附則第１０項第１号中「附則第７項第１号」の次に「（イ及びウを除く。）」を加

え、「１５６月」を「１６８月」に改め、同項第８号中「附則第７項第８号」を「附

則第７項第９号」に改め、同号を同項第１０号とし、同項第７号中「附則第７項第７
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号」を「附則第７項第８号」に改め、同号を同項第９号とし、同項第６号中「附則第

７項第６号」を「附則第７項第７号」に改め、同号を同項第８号とし、同項第５号中

「附則第７項第５号」を「附則第７項第６号」に改め、同号を同項第７号とし、同項

第４号中「附則第７項第４号」を「附則第７項第５号」に改め、同号を同項第６号と

し、同項第３号中「附則第７項第３号」を「附則第７項第４号」に改め、同項を同号

第５号とし、同項第２号中「附則第７項第２号」を「附則第７項第３号」に改め、同

号を同項第４号とし、同項第１号の次に次の２号を加える。 

(2) 附則第７項第１号イ及びウに規定する被災被保険者 東日本大震災の発生し

た月の翌月から１５６月 

(3) 附則第７項第２号に規定する被災被保険者 東日本大震災の発生した月の翌

月から１６２月 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第７項、第８項及び

第１０項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の附則第８項の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料

について適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

３ 令和５年度分の保険料であって、令和５年度末に第１号被保険者の資格を取得し

たことにより令和６年４月以降に普通徴収の納期限が到来するものに対する減免に

ついては、なお従前の例による。 
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規 則 第  ５４  号   

令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市自転車競技場の使用に関する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市自転車競技場の使用に関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、水前寺運動公園の自転車競技場（以下「自転車競技場」という。）

の使用に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （使用許可の申請） 

第２条 熊本市都市公園条例（昭和５２年条例第３２号。以下「条例」という。）第

６条の２の規定により準用する条例第６条第２項の規定による自転車競技場の使用

の許可を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより熊本市自転車競技場

使用許可申請書を提出しなければならない。 

 （使用許可） 

第３条 市長は、前条の申請書を審査し、自転車競技場の使用を許可したときは、熊

本市自転車競技場使用許可書を当該申請者に交付するものとする。 

 （使用許可の取消通知） 

第４条 市長は、第２条の許可（以下「使用許可」という。）を受けた者（以下「使

用者」という。）が条例第１２条の規定に該当すると認める場合において、同条の

規定による処分をするときは、熊本市自転車競技場使用許可取消等通知書を使用者

に交付する。 

 （使用中止の届出及び使用許可の変更の申請等） 

第５条 使用者は、使用開始前に使用を取りやめたときは熊本市自転車競技場使用中

止届を、使用許可に係る事項を変更しようとするときは熊本市自転車競技場使用許

可変更申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の中止届は使用開始前に、同項の変更申請書は使用しようとする日の前日ま
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でに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、

この限りでない。 

３ 市長は、第１項の変更申請書を審査し、変更を適当と認めるときは、熊本市自転

車競技場使用変更許可書を使用者に交付するものとする。 

 （供用日等） 

第６条 自転車競技場の供用日は１月４日から１２月２８日までとし、供用時間は午

前６時から午後９時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、

供用日、供用時間若しくは供用しない日を変更し、又は臨時の供用しない日を定め

ることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、天候その他の理由により自転車競技場のバンク（以下

「バンク」という。）における走行の安全を確保することができないときは、当該

バンクを使用に供しない。 

 （使用後の点検） 

第７条 使用者は、自転車競技場の使用を終えた時は、バンクその他の使用した施設

等につき、競技監督者（自転車競技場における走行の安全の確保等のために市長が

その管理及び監督を委託する者をいう。以下同じ。）による点検を受けなければな

らない。ただし、競技監督者が不在のときは、事後に競技監督者による点検を受け

ることとする。 

 （毀損滅失届） 

第８条 使用者は、自転車競技場の施設等を毀損し、又は滅失したときは、熊本市自

転車競技場毀損（滅失）届を市長に提出しなければならない。 

 （許可書等の提示） 

第９条 使用者は、自転車競技場の職員又は競技監督者から第３条の許可書その他使

用許可に関する文書の提示を求められたときは、これに応じなければならない。 

 （遵守事項） 

第１０条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

 (1) 競技監督者の指示に従うこと。 

 (2) 専用使用にあっては、入場者の秩序を維持するために必要な整理員を置くとと

もに、収容人員が使用施設の定員を超えないこと。 

 (3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。 
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 (4) バンクを走行するときは、自走式の二輪の自転車に乗車し、ヘルメットを着用

すること。 

 (5) 使用許可を受けない自転車競技場の施設等を使用しないこと。 

 (6) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物類（身体障害者補助犬

を除く。）を携帯しないこと。 

 (7) 使用開始前に自転車競技場の職員又は競技監督者との打合せを十分に行うこ

と。 

 （書類の様式等） 

第１１条 この規則の規定により使用する書類に記載すべき事項及びその様式は、市

長が別に定めるところによる。 

２ 前項の様式のうち市民等が作成する書類に係るものは、市のホームページへの掲

載その他の方法により公表するものとする。 

 （雑則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ５５  号   

令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市自転車競走実施規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

 

   熊本市自転車競走実施規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市自転車競走実施規則（昭和３７年規則第３４号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第３条中「熊本競輪場」の次に「（市が競輪を行う自転車競技場等をいう。以下「競

輪場」という。）」を加える。 

 第５条中「開催の都度発行する出走表又は場内掲示」を「市のホームページへの掲

載及び開催の都度発行する出走表への記載又は場内における掲示」に改める。 

 第３７条第２項中「、前項」を「、同項」に改める。 

 第４２条第３項中「検車委員は、前項」を「検車委員は、同項」に、「はりつけな

ければ」を「貼り付けなければ」に改める。 

 第７章の章名及び同章第１節の節名を次のように改める。 

   第７章 特別観覧席入場料及び入場者並びに本場内取締り 

    第１節 特別観覧席入場料及び入場者 

 第６３条の見出しを「（特別観覧席入場料）」に改め、同条第１項を次のように改

める。 

  条例第４条第２項の市長が別に定める特別観覧席の入場料は、次の表のとおりと

する。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。 

区分 入場料 

本場で開催される競輪を観覧するとき １人につき １，０００円 
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本場以外で開催される競輪を観覧するとき １人につき ５００円 

ロイヤルシートを利用して観覧するとき １人につき ３，０００円 

ロイヤルボックス席を利用して観覧するとき １席につき １２，０００円 

 備考 

  １ 入場料は、消費税及び地方消費税を含む。 

  ２ 一のロイヤルボックス席につき最大５人までの利用を可能とする。 

 第６３条第２項中「納入した入場料」を「納入された特別観覧席入場料」に改める。 

 第６４条から第６６条までを次のように改める。 

第６４条から第６６条まで 削除 

 第７０条第１項第３号中「競輪審判員、選手及び自転車登録規則」を「競輪審判員、

選手および自転車登録規則」に改め、同条第２項を削る。 

 第７２条を次のように改める。 

 （市長が定める車券の枚数） 

第７２条 条例第５条の市長が定める枚数は、１０枚とする。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ５６  号   

令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市職員安全衛生規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市職員安全衛生規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市職員安全衛生規則（昭和４９年規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第５条第２項第２号中「文化市民局熊本城総合事務所長」を「文化市民局熊本城総

合事務所総務管理課長」に改め、同項第３号中「健康福祉局保健衛生部医療政策課長」

を「健康福祉局保健衛生部健康危機管理課長」に改め、同項第４号中「こども局児童

相談所長」を「こども局児童相談所副所長」に改め、同項中第２５号を第２７号とし、

第２４号を第２６号とし、第２３号を第２５号とし、同号の前に次の１号を加える。 

 (24) 益城西原消防署 益城西原消防署長 

 第５条第２項中第２２号を第２３号とし、第１３号から第２１号までを１号ずつ繰

り下げ、第１２号の次に次の１号を加える。 

 (13) 南区土木センター 南区役所区民部南区土木センター所長 

 第１５条中「すべて」を「全て」に改める。 

 第２０条第２項及び第２８条第５項中「聞き」を「聴き」に改める。 

 別表要軽業者の項中「すべて」を「全て」に、「はかる」を「図る」に、「３ケ月」

を「３か月」に改め、同表要観察者の項中「６カ月」を「６か月」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ５７  号   

令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一

部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

の一部を改正する規則 

 

 熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則（平

成９年規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表政策参与の項を次のように改める。 

市役所改革アドバイザー 日額 30,000 円以内 

別表認知症初期集中支援チーム嘱託医の項、特別児童扶養手当判定嘱託医の項、心

の健康相談嘱託医の項、こころの健康センター嘱託医の項及び特別障害者手当等判定

嘱託医の項中「23,251 円」を「23,319 円」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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  訓   令   

訓 令 第  １  号   

令和 ６ 年 ３ 月２２日   

 

 熊本市職員表彰に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市職員表彰に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市職員表彰に関する訓令（昭和２４年訓令第１２号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第１条中「（常勤の特別職の職員（市長を除く。）及び熊本市職員定数条例（昭和   

２４年告示第１２２号）第２条に規定する職員をいう。以下同じ。）」を削る。 

 第２条第４号を次のように改める。 

(4) ２０年以上又は３０年以上勤続した者（地方公務員法（昭和２５年法律第  

２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。） 

 第３条中「、表彰状を授与するほか」を削り、第１号及び第２号を削り、第３号を

第１号とし、同号の次に次の１号を加える。 

 (2) 表彰状の授与 

 第３条第４号中「前３号」を「前２号」に改め、同号を同条第３号とする。 

 第４条を次のように改める。 

（永年勤続者の表彰） 

第４条 第２条第４号の事由による表彰は、次の区分による。 

(1) ２０年以上勤続者表彰 

(2) ３０年以上勤続者表彰 

２ 勤続年数の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。 

３ 前項の職員としての引き続いた在職期間の計算は、職員となった日の属する月か

ら表彰の日の属する月までの月数による。 
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４ 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて本市以

外の団体等の職員となるため退職し、かつ、引き続き本市以外の団体等の職員とし

て在職した後引き続いて再び本市の職員となった者の勤続年数の計算については、

先の本市の職員としての在職期間の始期から後の本市の職員としての在職期間の終

期までの期間は、第２項の職員としての引き続いた在職期間とみなす。 

５ 職員となった月（前項の適用を受ける者にあっては、最初に本市の職員となった

月）が４月以外の職員に対する第１項の表彰は、第２条第４号の規定にかかわらず、

当該職員の勤続年数が２０年又は３０年に満たない場合であっても、勤続年数が満

２０年又は満３０年に達する年度にすることができる。 

 第５条及び第６条を削り、第７条を第５条とし、同条の次に次の１条を加える。 

 （記録） 

第６条 表彰及び表彰の取消しは、これを人事記録簿に記録する。 

 第８条を削り、第９条を第７条とする。 

  

   附 則 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 
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訓 令 第  ２  号   

                         令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市事務決裁に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市事務決裁に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市事務決裁に関する訓令（平成８年訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第６条第７号の２を削り、同条第８号ウを次のように改める。 

ウ 部の執行方針、実施計画及び上司の指示事項等の周知徹底を図り、所属職員

の支援、指導及び監督を行う。 

 第６条第８号オ中「所管事務事業」を「中長期的な視点で、所管事務事業」に改め、

同号に次のように加える。 

  カ 所属課長が担う人材マネジメントの取組を支援する。 

 第６条第１０号ウを次のように改める。 

  ウ 課の組織目標に基づき、適切な業務の割当て及び所属職員との対話を通した

人材マネジメントを行う。 

 第６条第１０号中オをカとし、エをオとし、ウの次に次のように加える。 

  エ 課の個別計画及び上司の指示事項等の周知徹底を図り、所属職員の支援、指

導及び監督を行う。 

 第６条中第１８号を第１９号とし、第１７号を第１８号とし、第１６号の次に次の

１号を加える。 

 (17) 政策監の基本的職能 

ア 直属上司の命を受け、課の主要施策に関する特定の事項の調査、研究及び実

施に携わる。 

イ 課長の命を受け、所管事務を処理するとともに、課長に協力して所属職員の

教育及び指導に当たり、執行能力の養成及び開発に努める。 
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第９条部長共通専決事項の項中第１８号を第１９号とし、第１７号を第１８号とし、

第１６号の次に次の１号を加える。 

(17) 地方自治法第２４３条の２第１項の規定による指定に関すること。 

第９条税務部長専決事項の項第１号中「県民税」の次に「及び森林環境税」を加え、

同条保健衛生部長専決事項の項第１号中「及び合併」を「並びに合併及び分割」に改

め、同項第１０号中「認可」を「許可、認可」に改める。 

第１０条人事課長専決事項の項に次の１号を加える。 

(2) 職員の兼務（併任を含む。）に関すること。 

第１０条税制課長専決事項の項第１号中「徴収金」の次に「及び森林環境税に係る

徴収金」を加え、同条こころの健康センター所長専決事項の項の次に次のように加え

る。 

感染症予防課長専決事項 

(1) 予防接種に係る支出に関すること。 

 第１０条医療政策課長専決事項の項第２号中「及び合併」を「並びに合併及び分割」

に改め、同項を同条医療対策課長専決事項の項とし、同条感染症対策課長専決事項の

項を次のように改める。 

 食品保健課長専決事項 

(1) 食鳥処理法の規定に基づく公示に関すること。 

 第１０条建築指導課長専決事項の項第２０号中「建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、

同条市営住宅課長専決事項の項第２号中「委嘱及び解嘱」を「依頼及び解任」に改め

る。 

 第１０条の３第１１号中「前条課長共通専決事項の項第２号」を「第１０条課長共

通専決事項の項第２号」に改める。 

 第１５条第２項第２号に次のように加える。 

  シ 地方自治法第２４３条の２第１項の規定による指定に関すること。 

 第１５条第２項第５号中「コ、サ、セ、タ、チ及びヒ」を「サ、シ、ソ、チ、ツ及

びフ」に改め、同号中ヘをホとし、フをヘとし、同号ヒ中「ケからサまで、セ、タ及

びチ」を「コからシまで、ソ、チ及びツ」に改め、同号中ヒをフとし、ケからハまで

をコからヒまでとし、クの次に次のように加える。 
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  ケ ２００万円未満の財産の処分に関すること。 

 第１５条第２項第６号中「及び教育センター副所長（」を「、教育センター副所長

及び市立高等学校副校長（以下この項及び」に改め、同号コ中「ケに掲げる専決事項」

を「コに掲げる事項に属する事務」に改め、同項第７号中「次号に掲げる者」を「副

課長」に改め、同項中第８号を削り、第９号を第８号とし、第１０号を第９号とし、

同項第１１号中「オに」を「イに」に、「次号に掲げる者」を「副課長」に改め、同

号イ中「就学援助費の支出」を「アに掲げる専決事項に係る支出負担行為の整理及び

支出命令」に改め、同号中ウからオまでを削り、同号を同項第１０号とし、同号の次

に次の１号を加える。 

(11) 教育委員会事務局学務支援課長（エに定める事項については、副課長により

補助執行の権限が行使されない場合に限る。） 

ア 就学援助費の支出に関すること。 

イ 奨学金の貸付けの休止、停止及び廃止並びに貸し付けた奨学金の返還の猶予

及び免除の決定に関すること。 

ウ 奨学金の支給の取消しの決定に関すること。 

エ アに掲げる専決事項に係る支出負担行為の整理及び支出命令に関すること。 

第１５条第２項第１２号を削り、同項第１３号中「次号に掲げる者」を「副課長」

に改め、同号を同項第１２号とし、同項第１４号を削り、同項第１５号中「次号に掲

げる者」を「副課長」に改め、同号を同項第１３号とし、同項第１６号を削り、同項

第１７号中「次号に掲げる者」を「副課長」に改め、同号を同項第１４号とし、同項

中第１８号を削り、第１９号を第１５号とし、第２０号から第２２号までを４号ずつ

繰り上げ、同条第３項中「、第１０号、第１２号、第１４号及び第１６号」を「及び

第１０号から第１４号まで」に改める。 

 附則第１条の２を次のように改める。 

 （都市政策研究所の特例） 

第１条の２ 都市政策研究所においては、都市政策研究所長が第１０条課長共通専決

事項の項に掲げる事項（第９条の規定による同者の専決事項と重複するものを除

く。）について専決するものとする。 

 別表第１中「旧熊本市民病院解体対策室長」を削る。 

 別表第２中「旧熊本市民病院解体対策室副室長」及び「都市政策研究所副所長」を



令和 6 年 4 月 30 日      熊 本 市 公 報          第 1482 号 

 

- 2124 - 

 

削る。 

 別表第３中 

「西環状道路推進室」 を 
「西環状道路推進室 

雨水対策室   」 
に改める。 

 別表第４中 

「教育センター副所長」 を 
「教育センター副所長 

市立高等学校副校長」 
に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 

 （熊本市公印に関する訓令の一部改正） 

２ 熊本市公印に関する訓令（昭和３０年訓令第４号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「「各１（」を「、「各１（」に改め、「、「庶務担当課長」とあ

るのは「庶務担当課長（保健所長の印にあっては、庶務担当課長及び新型コロナウ

イルス感染症対策課長）」と」を削る。 
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訓 令 第  ３  号   

                         令和 ６ 年 ３ 月２９日   

 

 熊本市区役所等事務決裁に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市区役所等事務決裁に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市区役所等事務決裁に関する訓令（平成２４年訓令第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第３条部長共通専決事項の項中第１８号を第１９号とし、第１７号を第１８号とし、

第１６号の次に次の１号を加える。 

(17) 地方自治法第２４３条の２第１項の規定による指定に関すること。 

 

附 則 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 
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  公   告   

公 告 第 ２ ８ ９ 号  

                     令和６年３月２５日  

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６２条第１項の規定により、熊本

県知事から熊本都市計画道路事業の事業計画について認可の告示があったので、

同法第６６条の規定により次のとおり公告する。 

     また、同法第６２条第１項の規定による熊本都市計画道路事業の事業計画の図

書の写しの送付を受けたので、同法第６２条第２項の規定により、次のとおり公

衆の縦覧に供する。 

 

熊本市長 大西 一史    

 

1 都市計画事業の種類及び名称 

熊本都市計画道路事業 １．４．１号 熊本西環状線 

熊本都市計画道路事業 １．４．２号 池上インター線 

熊本都市計画道路事業 ３．２．４号 近見沖新線 

熊本都市計画道路事業 ３．４．２３号 新土河原小島線 

熊本都市計画道路事業 ７．７．２５号 熊本西環状線側道１号線 

熊本都市計画道路事業 ７．７．２６号 熊本西環状線側道２号線 

熊本都市計画道路事業 ７．７．２７号 熊本西環状線側道３号線 

熊本都市計画道路事業 ７．７．２８号 熊本西環状線側道４号線 

熊本都市計画道路事業 ７．７．２９号 熊本西環状線側道５号線 

熊本都市計画道路事業 ７．７．３０号 熊本西環状線側道６号線 

 

2 施行者の名称 

     熊本市 
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3 事業地 

    収用の部分 熊本県熊本市南区砂原町字年ノ神及び字池、八分字町字須崎、今町

字野田、字鋤崎及び字池方並びに熊本県熊本市西区城山半田二丁目、

上代六丁目、上代七丁目、上代八丁目、上代九丁目、上代十丁目、

上高橋一丁目、上高橋二丁目、池上町字前田、字谷口、字煤窪及び

字柿木平地内 

    使用の部分 熊本県熊本市南区砂原町字年ノ神、今町字野田、字鋤崎、字池方及

び字上外河原並びに熊本県熊本市西区城山半田二丁目、上代六丁目、

上代七丁目、上代八丁目、上代九丁目、上代十丁目、上高橋一丁目、

上高橋二丁目及び池上町字前田地内 

 

4 事務所の所在地及び縦覧場所 

     熊本市中央区手取本町１番１号    熊本市都市建設局土木部道路計画課 

 

5 事業施行期間及び縦覧期間 

事業施行期間 

令和６年（２０２４年）３月２２日から令和１４年（２０３２年）３月３１日 

縦覧期間 

令和６年（２０２４年）３月２５日から令和１４年（２０３２年）３月３１日 
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  告   示   

告示第１５５号   

令和６年３月２１日   

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条の１７

第１項に規定する指定区域を指定したので、同法第１５条の１７第２項の規定により、

下記のとおり告示する。 

区域の範囲を表示した図面は省略し、その図面については熊本市環境局資源循環部

事業ごみ対策課に備え置いて、一般の縦覧に供する。 

 

熊本市長 大西 一史 

 

記 

 

指定区域 

指定番号 所  在  地 埋立地の区分 

産－８ 熊本市北区改寄町鳥迫２１４３－１他６８筆 ア 

産－９ 熊本市北区植木町鐙田１４２１－１外 ア 

産－１０ 熊本市北区大鳥居町５３３番地１ ア 

 

【埋立地の区分】 

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」と

いう。）第９条第５項（法第９条の３第１０項及び第１５条の２の５第３項におい

て読み替えて準用する場合を含む。）に規定する廃止の確認を受けて廃止された一

般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地（改正政令による

改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。

以下「令」という。）第１３条の２第１号） 

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成９年法律第８５

号）第２条の規定による改正前の法第９条第３項（同法第９条の３第６項及び第１

５条の２第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による廃止の届
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出があった一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地（令

第１３条の２第２号） 

ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を

改正する法律（平成３年法律第９５号）第１条の規定による改正前の法第８条第１

項又は第１５条第１項の規定による届出があった一般廃棄物の最終処分場又は産業

廃棄物の最終処分場に係る埋立地のうち、廃止の届出制度の施行日（平成４年７月

４日）より前に廃止されたもの（改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に

関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号。以下「規則」という。）第１

２条の３１第１号） 

エ 市町村又は埋立処分を業として行う一般廃棄物処分業者若しくは産業廃棄物処分

業者が設置した設置許可又設置届出の対象外の最終処分場（いわゆるミニ処分場及

び旧処分場（ただし、自らその事業活動に伴って生じた廃棄物を処分する用に供す

るものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあたっては、法

の施行の際現に埋立処分の用に供されたものに限る。））に係る埋立地のうち、法

施行後に廃止されたもの（水面埋立地にあたっては、令第５条第２項又は第７条第

１４号ハに基づく環境大臣の指定を受けたものに限る。）（規則第１２条の３１第

２号） 

オ 法第１９条の４の規定に基づく措置命令又は法第１９条の７等の規定に基づく行

政代執行等に基づき遮水工封じ込め措置又は原位置覆土の措置が講じられた廃棄物

の埋立地（規則第１２条の３２） 

 

 

 

 

 

 

 


